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	 第１章	 	 序	 論	

	

1.0.	 要約	

	 第 1 章では、本研究の対象とする就学前児教育におけるメディアの使用について、

これまでの研究経緯および課題等を概観すると共に、生理学指標を用いることによる

学際的な研究手法によって、就学前児と映像メディアの理解について、新たな知見を

得る可能性について言及する。その上で、本研究の目的と章の構成について説明する。 

 

1.1.	 就学前児教育における映像メディア使用についての問題の所在	

	 現代の子ども達の多くは、デジタルネイティブ（Digital Native）という言葉に説明

される通り、生れながらに様々なメディアに囲まれて育ってきており、IT 普及以前に

生まれた世代（デジタルイミグラント, Digital Immigrants）とは異なる成育の姿が想

像されている（Prensky, 2001）。また、乳幼児期のメディア使用が子どもの心身の発

達にとって適切であるか否か、その究明が不十分なまま「子ども向け」と称されるメ

ディア教材や遊具等が普及し続けている実態も見られる。現代の子ども達が使用して

いるメディアを具体的に挙げると、テレビやビデオ、DVD などの受動的な使用形態が

多いメディアにはじまり、近年では、ポータブルゲームやビデオゲーム、さらに、パ

ソコンやスマートフォン、タブレット端末などインタラクティブ性のあるメディアに

まで広がっている。具体的なデータとして、2012 年のアメリカでの調査によると、ス

マートフォンやタブレット端末用のアプリケーションの販売件数のうち上位約 80%が

子どもを対象とした教育用アプリケーションで、さらにそのうち 72%が幼児を対象と

したものであったと報告されている（松山・佐藤・奥林 他, 2015）。また、日本でも、

乳幼児のゲーム機器の接触率は、2 歳までで 13％、5 歳では 44％になるといわれてい

る（中井・西村・菅原, 2010）。ただし、これらメディアの使用については、子どもの

知的活動に効果的であるという積極的な理由ばかりでなく、家庭であれば育児の補完、
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代用など、消極的な理由であるケースも少なくない（神谷・小笠原・柿内 他，2007）。 

	 一方、佐藤（2014）は、近年、インタラクティブなメディアの開発と普及が進む中、

アメリカでは、就学前児教育における情報格差（Digital Divide）の新たな問題として、

「アプリギャップ」という現象が注目されていることを指摘している。従来は就学前

の子どもが育つ情報環境の格差について「ネットワークに接続した PC にアクセスで

きるか」という点に注目されていたが、現在は、「その時期の教育に適した質の高いメ

ディア教材が与えられているか」という問題に変わってきているという。この例のよ

うに、新たなメディアの登場と普及によって、従来とは異なる問題が生じ続けている

ことも含めて考えると、就学前児教育へのメディア利用に関する検討は、まさに急務

であると思われる（森田, 2008、旦, 2013、佐藤, 2014 他）。 

	 しかし、就学前児教育におけるメディアの使用については、現在もなお、建設的な

議論が十分に進んでいるとは言いがたい。その理由として、メディア教材とされる対

象は多様であるが、各種メディアの教育利用のあり方についてはもちろんのこと、そ

れら多くのメディア情報の中核をなす「映像」情報を受容することについてさえ、就

学前児への適切性や有効性に関する見解が、未だ多様であるという現状を指摘できる。 

	 テレビや DVD のような受動的な使用形態が多いメディアから、スマートフォン、

タブレット端末のようなインタラクティブ性のあるメディアに至るまで、多くのメデ

ィアの中核となる情報源は「映像」、すなわち視覚情報である。人間が日常的に情報量

として脳がインプットしている割合は、視覚 83％、聴覚 11％、嗅覚 3.5％、触覚 1.5％、

味覚 1.0％であると言われており（日本科学技術連盟教育機器編集委員会, 1972）、映

像はメディア情報を認知することについて検討する上で最も重要な対象であると考え

られる。そして、メディア教材のほとんどが視覚情報を中心に設計されており、視覚

情報が含まれないメディアは、ラジオや音楽メディアなどごく一部に限定されている。

この映像情報については、我々が生活する３次元の日常生活空間に対し、２次元でフ

レームのある画面にあらゆる情報が布置されることから、当然ながら情報のゆがみを
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含んで受容するものとなる。また、日常的知覚に近似した情報として受け止められや

すい一方で、編集加工や表現技法などによって、ヒトの現実知覚と異なる情報を受容

することにもなる。これらのことが、認知面、情意面など、あらゆる発達において、

子どもに適したものであるかについては今日までに様々な議論がある（無藤, 1987、

村野井, 2002 他）。よって、単にメディアの種類のみならず、視聴環境や目的、使用

方法、コンテンツの特性など、あらゆる映像メディアの使用条件を設定し、知覚レベ

ルから学習効果に至るまで様々な観点からの検討が必要であり、また、一義的にその

是非が決まるものでもない。 

	 そこで、今後の当該分野の研究知見として重要になるのが、（1）科学の中立性、客

観性を基調として、あらゆる測定指標を用いて多角的に検討すること、（2）是非いず

れかの結論に帰結するような議論では無く、どのような条件の時に良い効果が期待さ

れるのか、あるいは望ましくない精神的負荷が懸念されるのか、など個別の条件によ

る成果を積み重ねていくこと、これらのアプローチによる研究であると思われる。 

 

1.2.	 教育学分野への生理的指標を導入した学際的研究の進展と本研究での	

	 利用可能性について	

	 一方、教育学分野における近年の研究動向として、医学や生理学、工学をはじめと

した、他の研究分野との学際的研究が進められており、その１つに生理学指標を導入

した研究の進展が見られる（岡本・前迫・江田,	2014）。教育学分野における生理学指

標の導入については、1980 年頃より、障害児教育を中心に少ないながらも進められて

きているが（大木・神田,	1981、小池・松野,	1982	他）、近年の脳科学の著しい発展

により、各種教科教育をはじめ（黒田,2007、岡本・黒田・前迫,	2008	他）、看護分野

や福祉分野などの職業教育(米田・伊丹・川端,	2014	他)、ドライビングシミュレータ

ーを用いた自動車運転の教育（三品,	2008、富山・川村・石田	他,	2012）など、様々

な教育分野に見られる。また、生理学指標の測定手法についても、例えば、中枢神経
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系においては、脳波に加え、fMRI（機能的磁気共鳴断層撮影）や NIRS（近赤外光脳機

能イメージング）など、より高度かつ精緻な分析手法が用いられるようになってきて

いる。また、末梢神経系についても、心拍変動の周波数領域ごとのリアルタイム計測

（常磐野・大友・田中,	2008）や呼吸、脈波の非接触バイタル・センシング技術の開

発（中村・杉浦・高田 他,	2015）など、高度かつ簡便で被験者への負荷がより軽い分

析手法が開発されてきている。そのような中、本研究の対象である就学前児の映像メ

ディア使用についても、これまでに、脳測定、心拍や視線分析など、いくつかの生理

学指標を用いた研究が行われてきているが（開・旦・松田,	2006、澤井・長田,	2010

他）、前述のような生理学指標を用いた分析法のさらなる高度化によって、より精細か

つ具体的に実態を捉えられる可能性がある。	

	

1.3.	 本論文の目的	

	 そこで本論文では、これからの就学前児教育における映像メディアの利用について、

中立的、実証的かつ、多角的なアプローチによる検討を通じて、その条件や可能性を

見出すための研究手法を構築することを目的としている。これにより、当該分野の開

発的、発展的な議論に寄与、貢献することを目指すものである。 

	 具体的には、前述の「問題の概観」に示したとおり、まず、第２章において乳幼児

期のメディア使用に関わる各研究分野の知見を国内外から幅広く収集し、検討するこ

とによって、現状及び今後想定される課題を明らかにする。次に、第３章ではメディ

ア情報の中核となる映像の表現技法の分析をもとに、就学前児用映像教材のコンテン

ツの特徴についての調査を行い、また、第４章では就学前児の映像メディアの視聴と

理解に関する分析指標として用いる生理学指標「心拍」「瞬目」についての研究手法の

特徴についてまとめる。これらを通じて、第５章では、就学前児の映像メディアの視

聴と理解について、テスト法や生理学指標などを用いた実験的な検討を行い、多角的

な検証を試みる。さらに、その成果をふまえ、第６章では、就学前のメディアの使用
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及び環境構成のあり方について、研究のまとめとして言及する。 

	

1.4.	 	本論文における研究内容に関する各種定義	

1.4.1.	 本研究が対象とする「映像」とその考え方	

	 「映像」の考え方については、田口（1999）に当該分野における分類、範囲やその

考え方に至る経緯などが詳述されている。それによれば、「映像」は当初、人間の内的

な心像を意味するものと、外的な像一般を意味するものに分類され（波多野, 1980）、

さらに、映画やテレビ、写真、スライドなど「物体の光学的再生」とする定義も見ら

れる（多田, 1979）。しかし、前述では、漫画や絵本は含まれないこととなり、さらに

現代では CG（コンピューター・グラフィックス）など物的対象を光学装置によって

捉えるプロセスの必要が無い対象も存在することから、本研究では、まず、「映像」を

「物体として存在する外的な像一般について、何らかの意図を持って表現されたもの」

と広義に捉えることとする。これら分類と考え方についてまとめたものが、図１−１で

ある。なお、辞書等による定義は、以下の通りである。 

 

◆「大辞林（三省堂）」による「映像」の定義 

①映画・テレビ・写真などの画像のように，レンズを通して映し出された像。 
②頭の中に思い浮かんだ，ものの形やありさま。イメージ。 

	

◆「日本大百科全書（小学館）」による「映像」の定義	

「映像」ということばはテレビの普及以後、広く使われるようになった。それ以前は主として
「影像」が使われており、これにはいわゆる映像メディアという考え方は含まれていない。テ
レビ以前の映画時代に、「映像」ということばがたまに使われてはいても、映画全体を含む広義
の概念としてではなく、画面、または画面の像をさす狭義の意味で使われていることが多かっ
た。「映像」が広く使われるようになったのは、「影像」のなかの二つの意味、一つは光線の屈
折や反射作用などによって映し出された像、もう一つは絵姿、画像、肖像があわさって、写真
や映画などの物理的、化学的手段によって出現した新しい性格の画像、をさすようになったか
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らであろう。このほか、心的像という意味で使われることもたまにあるが、これは外来語の「イ
メージ」を使う場合が多い。 

 

	 このうち、本研究では、特に「動画」の理解を研究対象と設定する。これは、今日

のメディア教材の多くが動画になってきているが、その趨勢に対して就学前児の動画

情報に対する認知特性についての微視的視点に基づく検討が十分でない現状から、今

後検討を優先すべき課題であると位置づけられるためである。メディア教材の動画化

が進むことにより、内包される情報量が静止画情報よりも豊富となり、コンテンツ内

の様々な動的表現が就学前児に認識され、理解可能であるか、教育にとっての有益性

を検証することが重要となってくる。とりわけ、図１−１で示すように、メディア教材

の動画化による具体的な有益性として、理解すべき対象やその環境の変化を連続的か

つ詳細に理解できることや、体系や関係性が明示されて理解できることなどが挙げら

れる。しかし、動画に対するヒトの情報処理の特徴、すなわち注意と理解の特徴につ

いて、児童期以降については研究知見が多く見られるものの、就学前児については未

だ十分に明らかにされていない。そこで、動画特有の注意と理解についても、今後、

様々な要因を設定し、さらに検討を積み重ねる必要があると思われる。 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 図 1−1	 本研究において対象とする「映像」の考え方	
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1.4.2.	 本研究が対象とする「就学前児」の考え方	

	 いわゆる「子ども」の呼称および年齢区分については、「学校教育法第 17・18・26

条」、「児童福祉法第４条」、「母子保健法第 6 条」等、法律ごとに定義が異なっており、

区分が混在している状況にある。このうち、小学校に入学するまでの子どもについて

は、児童福祉法第 4 条によれば（1）新生児（乳児のうち出生後 28 日未満）、（2）乳

児（生後 1 年未満）、（3）幼児（満 1 歳以上就学前（通常 6 歳未満））と区分される。

このうち、新生児から幼児まで幅広く対象を考える場合、一般的に「乳幼児」という

呼称を用いる。次に、学校教育法第 26 条では、「幼稚園に入園することのできる者は、

満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」とされている。なお、保

育所については、家庭に代わって養護及び教育を一体的に提供する福祉施設であるこ

とをふまえ、「保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは（中略）幼稚園該当年齢

の幼児のみを対象とする」とされていることから、幼稚園と同義で扱うことができる。 

	 一方、当該研究分野において、乳幼児のメディア接触および使用については、研究

の観点によって様々な区分で比較検討されているが、それらの結果から、おおよそ 2

歳未満児と 2 歳以上児とでは異なる解釈がされるケースが多く、また、アメリカ小児

科学会およびアメリカ幼児教育協会の提言書、さらには日本小児科学会や日本小児科

医会の提言等についても同様に 2 歳を１つの発達区分として捉えられている。その他、

文部科学省（2011）でも、現行の幼稚園から認定こども園へ移行するにあたり、「教

育」を可能とする対象について、実質 2 歳児を含めて検討している。 

	 これらをふまえ、本研究で対象とする「就学前児」については「2 歳以上就学前の

子ども」と設定し、このうち研究上適切な年齢の子どもを実験や調査の対象とする。

なお、論の展開において必要な場合、「出生から就学前の子ども」について「乳幼児」

という呼称も用いる。特に、第２章については、出生時から就学前時までの発達的連

続性を含んだ研究知見を引用する必要性から、章題についても「乳幼児期」という呼



 

 10 

称を用いている。また、就学前児の教育に携わる者のうち、職員については、幼稚園、

保育所、認定こども園等、従事する機関により異なるが、現行の法令に基づき、対象

を包括する場合は「保育者」、対象を特定する場合には、それぞれ「幼稚園教諭」、「保

育士」と呼ぶ。さらに、幼稚園・保育所は義務教育ではないため、小学校入学までは

家庭教育による場合もあることから、広義には「保護者」もまた、就学前児の教育に

携わる対象者となる。 

 

1.5.	 論の構成	
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第２章	 乳幼児と映像メディア使用に関する諸問題	

	

2.0	 要約	

	 第２章では、乳幼児期における映像メディアの使用や環境に関するこれまでの国内

外における研究経緯を概観するとともに、当該分野における問題点や今後の検討課題

について明らかにする。	

	 まず、日本国内については、1950 年代より幼児向けテレビ番組が放送され、その後、

放送に適した教材開発や効果測定をもとに番組制作が積極的に進められていく。一方

で、映像メディアに対する批判や懸念も示されるようになり、その後、メディアの種

類が拡大すると共にその是非に関する議論が数多く展開されている。ただし、これら

の研究の多くは行動観察やテスト法、子どもを直接対象としないアンケート調査など

であった。そのような中、1980 年代より乳幼児を対象とした生理学指標を用いた研究

などが少しずつ見られ始め、また、最近では、NHK 放送文化研究所による大規模縦断

的調査など、様々な実証的な研究を通じて種々の条件に応じた検討が示されつつある。	

	 一方、海外に目を向けると、アメリカ小児科学会（AAP）及びアメリカ幼児教育協会

（NAEYC）の提言書の内容が世界各国の様々な関連機関に強い影響を与えていることが

明らかになっており、本章では、これら 2 機関で発表された最新の提言書を中心に、

就学前児教育と映像メディアに関する今後の課題について検討する。	

	 なお、本章では、発達的連続性を含め映像メディアとの関係について検討する必要

があることから、取り扱う対象を特に「乳幼児（０〜６歳）」としている。	

 

2.1.	 乳幼児のメディア使用に関する議論の経緯	

2.1.1.	 日本における乳幼児のメディア使用に関する議論について	

	 日本における乳幼児のメディア使用に関する研究は、幼児向けテレビ番組が放映さ

れた 1950 年代より始まっており、NHK 放送文化研究所、文部省（当時）、日本民間
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放送連盟による大規模なプロジェクトが組成され、複数年にわたってテレビの子ども

への影響について調査研究が行われている（小平, 2003）。具体的なものとして、1967

年の NHK 放送文化研究所による「静岡調査」において、2 歳児からの積極的な視聴

の様子や 3 歳児の定期的な視聴習慣が見られること、さらにこの頃から既に「ながら

視聴」が幼児の生活習慣の問題となっていることなどが指摘されている。その後、1970

年代より幼児のテレビ視聴の是非を問う研究が多く見られるようになるが（岩佐, 

1976、石川, 1977 他）、一方で、1971 年にアメリカの幼児向け教育番組「セサミスト

リート」が日本でも放送されると、幼児向け番組研究も開発的な志向の研究者の間で

さかんに進められるされるようになる。この頃から、日本においても乳幼児のメディ

ア使用をめぐる様々な議論が進み始めたと見られる。 

	 まず、積極的・開発的な研究の取り組みとして、白井常・坂元昂らによる「2 歳児

テレビ研究会」が 1979 年に発足し、幼児のテレビ視聴状況の分析をもとに、２歳児

の心身の発達に適した番組制作が行われている（白井・坂元, 1982）。この取り組みで

は、番組の試作→幼児の画面注視度、行動特徴、内容理解度の測定→分析と修正→番

組の制作→放送という展開により、幼児の認知特性に適したテレビ番組開発と研究が

進められている。また、その効果測定については、幼児の番組視聴中の注視状況を時

系列的に分析する装置が開発され（前迫・坂元・末武, 1981）、さらにセサミストリー

トの番組開発を行っている CTW （Children's Television Workshop）で開発された

ディストラクターメソッドと呼ばれるテレビ画面と他人や他の遊具との注視比較を検 

  
調査環境（ディストラクターメソッド）	 	 	 	 	 	 時系列状態分析器（前迫・坂元・末武,	1981）	

	 	 	 	 	 	 	 	 図 2-1	 2 歳児テレビ研究会における注視状況の分析	
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討する調査環境が導入されるなど（図 2-1 参照）、多様な研究手法が用いられている。

これらの成果を受け、その後、乳幼児向けの教育番組では、注視特性の研究成果をふ

まえ、ショートセグメントの集合体で構成されることが通例となっている。このこと

は、今日の様々な幼児向け教育番組の制作でも継承されている（例：国崎, 2012 他）。 

	 その後、映像メディアを教材として使用していくにあたり、その独自性として、カ

メラワークや映像の表現技法など、映像コンテンツの表現のあり方が、幼児の映像理

解に及ぼす影響についての研究が行われるようになり（ex. 浜野,・平井出 1980、村

野井・宮川, 1994、山本, 1993、今井・有川, 1996、森田, 1999・2000 他）、あわせて、

乳幼児の認知発達の特性から映像をどう捉えるのかを検討した研究（村野井, 2002、

木村・加藤, 2006、足立・麻生, 2007、木村, 2008 他）や、幼児を対象とした映像メ

ディアの教育利用の可能性に関する研究（佐藤, 2008、坂田・河合, 2004 他）など、

現代に至るまで様々なアプローチによる研究が行われてきている。 

	 一方で、乳幼児のテレビやビデオなどの映像視聴について、慎重論あるいは否定論

の立場に基づく研究知見もこれまでに多く見られる。テレビと子どもの関わりについ

ては、教育用のテレビ放送が放映されて間もなく疑問や批判の主張が見られるように

なり、とりわけ、1957 年に大宅壮一による「一億総白痴化」という論評はテレビ文化

の各分野に波紋を投げかけており、テレビが、書物とは異なって、受動的に映し出さ

れる映像を眺め、流れてくる音声を聞くだけであることから、人間の想像力や思考力

を低下させるものであるという批判を述べている（北村, 2007）。このことは、後のテ

レビによる教育の問題点を考える一つの契機であったとされており、その後、新たな

メディアは次々に現れるものの、今日に至っても、メディアの使用方法よりもむしろ

メディアそのものへの批判が多く見られることが多い。 

	 さらに、乳幼児のテレビ視聴に関する批判的な風潮が強まったのが、日本小児科学

会（2004）や日本小児科医会（2004）による提言である。日本小児科学会は、2004

年４月に、アメリカ小児学会の提言や日本の１歳６か月児健診における言葉の発達チ



 

 17 

ェックの結果などをもとに、乳幼児のテレビ・ビデオの長時間視聴による悪影響を懸

念し、「内容や見せ方によらず長時間視聴を避けるべき」という提言を発表している。

また、日本小児科医会でも、2004 年２月に「子どもとメディア」対策委員会が設置さ

れ、メディアの使用に関する否定的な提言が発表された。さらに、テレビを積極的に

消す日を設ける「ノーテレビ運動」が、NPO 法人「子どもとメディア」という組織な

どの呼びかけをきっかけとして全国的にひろまっており、現在でもなお、自治体や園

単位で取り組まれている報告が数多く見られる。一方で、小児医学分野の中では、こ

の提言について具体的な根拠がないことを問題とする言及も見られる。例えば、2004

年７月に日本小児神経学会は、「言葉の遅れや自閉症があたかもすべてメディアのせい

のようにとらえている論評があるが、いまのところ十分な科学的根拠はない」と述べ

ており、科学的な根拠の必要性を主張している。 

 

2.1.1.1.	 日本の保育者養成課程におけるメディアの使用に関する教育の課題	

	 ところで、これらの議論も含め、就学前児教育の現場においてメディアの使用は、

一部の対象を除き、あまり積極的に取り組まれてきていないという事実もある（森田, 

2002、小平, 2009）。その一例としてパソコンを例に挙げると、図 2-2 のように幼児の

パソコン利用率については低値のまま推移している。このことついては、様々な理由

があると思われるが、その背景的な要因の 1 つに、幼稚園教育要領や保育所保育指針

においてメディアの教育利用があまり肯定的に捉えられておらず、なおかつ、これら

が保育者の保育観や保育実践に大きな影響を与えているためであることが考えられる。 

	

	 	 図 2-2	 幼稚園・保育所におけるパソコン利用状況の推移（小平,	2009 より引用）	
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すなわち、1980 年代より早期教育などによる知育偏重が幼児教育界の大きな問題とな

り（川原, 1992）、とりわけ、1986 年の文部省の「幼稚園教育要領に関する調査研究

協力者会議」の最終報告では、「自然とふれあうなどの直接的な体験を重視する」とい

う内容が強調され、これに合わせて、テレビ視聴などの映像メディアを利用した保育

活動は知育偏重を助長するものとしてのイメージが抱かれ、批判的な見解が保育社会

の中で急速に広まったとされる（橋爪, 1994）。さらに、1997 年に文部科学省におけ

る幼児教育の専門家による協力者会議で発表された「時代の変化に対応した今後の幼

稚園教育の在り方について-最終報告-」でも、「幼児期の体験がテレビやテレビゲーム

などの情報機器に偏ってきているため、現実のもの・人と諸感覚を通してかかわる機

会が乏しくなってきている。さらに、大人に囲まれてすべてを助けてもらうことが多

く、生活の上で自立して活動する機会も少なくなってきており、幼児の発達にとって

最も重要な自我を形成する機会が減少してきている。」と述べられており、幼児による

メディアの過度な利用に対する懸念が、就学前児教育における映像メディアの使用を

抑制すべき論調に影響を与えている。その後、情報化社会が急速に進み、社会におけ

る IT 利用のニーズが広まる中、1990 年代後半よりパソコンの普及をきっかけに映像

メディアの教育利用に関する実践研究が一部に見られるようになる（松山 2000、市

毛・松田 2000、堀田・向後 1999）。また、2000 年の教育職員免許法の改定によって、

幼稚園教諭免許取得のために「情報機器の操作及び情報教育」や「教育の方法及び技

術（情報機器及び教材の活用を含む）」が必修科目に加わり、これからの保育者に情報

社会への理解が求められることとなっている。しかしながら、多くの大学では、基礎

教育課程における情報処理教育の延長として扱われ、基本的なコンピュータ操作やオ

フィスアプリケーションの使用方法の指導に終始し、保育における映像メディアの教

育利用のあり方までには至っていないという報告がある(松山・今井 2000)。また、保

育現場におけるパソコン等の情報機器の急速な導入によって、職員間の情報利用の格

差とともに、教育現場におけるコンピュータ不安という問題も現れている。	
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	 このことに関して、森田（2002）では、保育現場における教育利用および園務利用

に共通するメディアであるパソコンについて、保育現場に導入されることに不安を感

じる理由を、現職の保育者を対象に質問紙調査を行った。その結果、４つの不安要因

が抽出され、（1）子どもを対象とした場合の心身の発達への影響、(2)保育実践利用の

意義・方法が見出せないこと、(3)職員間で情報化すべき事項の共通認識が図られがた

いこと、(4)職員のメディアリテラシーに差があることで業務負担に差が生じやすいこ

と、などを見出した（表 2-1 参照）。	

表 2-1	 評定項目及び因子分析の結果（森田,	2002）	
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	 また、前述の経緯と理由から、保育者養成課程におけるメディアを教育に利用する

ために養成すべき資質について検討することも今後の使用のあり方を検討する上では

必要と考えられる。そこで、森田（2008）では、保育者養成課程の学生を対象に、情

報メディアに関する知識及び意識について質問紙調査を実施し、様々な問題点やそれ

らの因果関係などの検討を行った。その結果、保育者養成課程における情報に関する

知識普及や幼児教育の分野に関する基本的な理解だけでなく、情報メディアに対する	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 2-2	 森田（2008）の調査データに関する基本統計量	

	

	

	 	 	 	 図 2-3	 共分散構造分析による観測変数間の因果関係の構成（森田,	2008）	
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意識の影響も大きいという結果が見出している。このことから、幼児教育現場におい

て情報メディアの利用を促進するためには、コンピュータ利用の不安を払拭する働き

かけや、新しい情報メディアの利便性を意識できるような支援を行うなど、保育者志

望学生への知識と意識の両面を考慮した教育が必要であることを提言した。	

	 その後、新たなメディアの開発と普及は進展し続けており、現代ではスマートフォ

ンやタブレット端末など、個人利用を中心に各種メディア機器の利用は進んでいる。

このことから就学前児の教育現場における利用に対する不安や問題は従来より軽減さ

れていると思われる。しかしながら、個人利用の普及に反して、保育現場における教

育利用はおろか、業務利用についての不安や問題もあまり払拭されていないという知

見も存在する。特に、幼稚園・保育所の業務利用については、文書作成や情報発信の

業務について、特に必要とされるものも存在するが、メディア使用のスキルの高い一

部の職員に業務が偏ったり、web サイトが設置されるものの更新頻度が少ないなどの

問題が生じていることを明らかにした（森田・堀田・松河	他,	2012,	表 2-3,2-4 参照）。	

	 そこで、森田・堀田・上椙	他（2012）は、全国の幼稚園のうち 500 園（返信数 264

園、回収率 52.8％）を対象に園務のコンピュータ利用についてのアンケート調査を行	

	

表 2-3	 全国の幼稚園 web サイトの設置率（森田・堀田・松河	他,	2012）	

	

表 2-4	 全国の幼稚園 web サイトの更新頻度（森田・堀田・松河	他,	2012）	
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	 	 図 2-4	 園務の情報メディア利用についての意識調査と既導入園について（森田	他,	2012）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （淡色・左軸：評定平均値, 濃色・右軸：既導入園の数）	

 

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

	 図 2-5	 園務の情報メディア利用についての不安と支援の必要性について（森田	他,	2012） 
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い、幼稚園における各種業務について、「コンピュータ化することによって便利になる	

と思うか」という利便性への意識と実際の導入率との関係を調査した。また、あわせ

て、コンピュータによる園務支援システムの導入に対する不安と期待に関する意識調

査も行っている。その結果、全体的に利便性自体は高く意識しているものの、既導入

数は、総回答数の半数以下であるものがほとんどであり、さらに、メディアの操作や

情報管理等、情報メディア使用への不安に関するの評定値が全てにおいて高く、さら

にあらゆる支援の必要性を支持する高い評定値を確認した（図 2-4、2-5 参照）。	

	 これらの結果から、パソコン等のメディア使用の普及初期段階から現在に至るまで、

就学前教育の現場において、メディアの使用に対する様々な不安や知識、スキル等の

不足の課題は解決されていないまま現在に至っていることが伺える。 

	 ところで、1980 年代より、乳幼児とメディアに関して生理学的データの利用による

実証的な検討を進める動きが、少しずつではあるが見られるようになる。当初は、小

学生、幼児、知的障害児のテレビ視聴時の皮膚電気活動の時系列的変化の違いを計測

した上月（1986）や乳児のアニメーション番組視聴中の視線分析を行った水上・石橋

（1990）の研究などが見られるが、映像刺激を参考に子どもの現象を捉えようとした

考え方が中心で、映像コンテンツの違いや視聴条件など映像メディアの影響を検討す

る目的として体系的な研究が行われる機運は十分ではなかった。 

	 2000 年代に入ると、脳科学研究が世間でも注目されるようになり、その中で森（2002）

による「ゲーム脳」の悪影響に関する提言が当該分野の研究として広く知られること

となる。しかし、この研究で示された安静時や認知症様の脳波については他の生活場

面でも多く見られるものであり、それ自体が問題と結論づけることにむしろ問題があ

るということなど科学的根拠に乏しいという見解（安藤, 2003）が後に示されている。 

	 さらにその後、生理学的データの利用研究については、瞬目や脳波、眼球運動など

様々な手法によって検討しようという動きも見られるが、被験者が乳幼児であるが故

に、手続き上、実験統制が非常に難しく、現在もなお、十分な研究成果の蓄積は見ら
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れない。このうち、旦・開（2010）は、乳児がテレビでの出来事と現実空間での出来

事を認知した場合の脳活動の違いを、脳波測定を用いて検討している。その結果、脳

の右半球の後頭葉から側頭葉にかけて分布するガンマ帯域（25-35Hz）の強度が現実

条件よりもテレビ視聴条件の方が実験における比較条件（この研究では、対象の永続

性に関する実験）の差が大きいことが確認されている。また、澤井・長田（2010）は、

TV コマーシャルの挿入タイミングが幼児の視聴時における認知活動や精神形成に不

適切な影響を与える可能性があるとして、脳活動や心拍、呼吸、瞬目、皮膚電位活動

の５つの生理指標を用いて、実験用映像視聴時の状況を計測している。その結果、番

組の山場に相当する不適切な部分にコマーシャルを挿入した場合、深い刺激や集中力

との関連が指摘される部位において賦活が確認され、これは他の実験用映像における

挿入パターンでは見られなかったことが示されている。これらの研究により、映像コ

ンテンツの適切性を開発的に検討するために、生理学的データが客観的な指標として

利用できる可能性が示されているものと見ることができる。その他、最近では、竹内・

川島（2013）が、MRI 等の脳機能イメージング装置により小児の縦断追跡データを

用いて TV 視聴習慣が数年後の言語機能や脳形態の変化との関連性を解析し、長時間

の TV 視聴が脳の前頭極を始めとした高次認知機能領域の発達性変化や言語性知能に

悪影響を与えているという見解を示しているものもある。 

	 以上、日本における乳幼児のメディア視聴に関する研究の経緯を概観したが、前述

の通り、かつてはメディアの是非論から展開される傾向から、コンテンツや視聴条件

をもとに、「どのような条件であれば利用可能性が認められるべきか」という中立的か

つ実証的研究へとシフトして、その取り組みが急速に進められつつある状況であるこ

とが伺える。そして、急速な情報化とグローバル社会の展開の中で、メディア先進国

であるアメリカをはじめ、諸外国のメディア文化の影響もあり、また、研究知見等も

その影響を受けていることが様々な論文の中から伺える。そこで、次節では、海外の

乳幼児のメディア視聴に関する研究の経緯と動向を確認する。 
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2.1.2.	 海外における乳幼児のメディア使用に関する議論について 

	 乳幼児のメディア使用に関して、積極的な研究の取り組みや提言が見られるアメリ

カの研究動向については世界中の研究者や教育関係者なども注視しており、その見解

や今後の利用可能性を様々な角度から検討する言及も数多くある。 

	 その中でも、特に影響力が大きいとされるものに、「アメリカ小児科学会（AAP: 

American Academy of Pediatrics）」と「アメリカ幼児教育協会（NAEYC: National 

Association for the Education of Young Children）」の２つの機関があり、これらの

機関から発表された提言書や調査報告等をもとに、世界各国で、医療、教育、福祉な

ど様々な分野で乳幼児のメディア使用に関する具体的な取り組みが見られる。 

	 このうち、本節では、乳幼児のメディア使用に関する近年の研究動向をふまえ、今

後の就学期までのメディア使用のあり方について検討するために、アメリカ小児科学

会(AAP)が 2011年 11月に発表した「Media Use by Children Younger Than 2 Years.」

およびアメリカ幼児教育協会（NAEYC）が 2012 年 1 月に発表した「Technology and 

Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from 

Birth through Age 8.」という最新の提言を中心に、関連する研究動向を含めて乳幼児

期のメディア使用の考え方について検討した。 

	

2.1.2.1.	 アメリカ小児科学会の提言	

・PEDIATRICS（2011）  

	 「Media Use by Children Younger Than 2 Years.」  

・Abstract	 	

 1999 年、アメリカ小児科学会は、子どものメディア使用に関する提言書を発行した。この
目的は、子どもに対するメディアの量的、質的な影響を保護者に伝えるためである。提言の一
部で、アメリカ小児科学会は「小児科医は２歳未満の子どもについてはテレビ視聴を避けるよ
うに促すべきである」と推奨している。この提言がマスコミによってしばしば「この年齢はメ
ディアにさらされてはならない」という意味で引用されるのは誤りであるが、潜在的に否定的
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な影響が、積極的な影響と比べて有意に多いことを確信しており、幼児のメディア使用につい
て家庭での熟慮を勧告している。この提言では２歳未満のメディア使用について 1999 年の当
機関の提言を再確認すると共に、提言を支持する最新の研究成果を提供している。 
 なお、本提言の主な内容は次の通りである。（1）２歳未満の子どもへのメディア使用による
教育的または発達的な有益性は根拠に乏しい。（2）２歳未満の子どもにはメディアの使用によ
って健康や発達への悪影響が潜在的に考えられる。（3）保護者のメディア使用（バックグラウ
ンドメディア）によって２歳未満への悪影響も考えられる。 

 

	 この提言は同会が 1999 年８月に発表した提言書「Media Education（Pediatrics, 

1999, pp.341-343）」に示された提言事項「（3）小児科医は 2 歳未満の子どものテレビ

視聴を避けるよう両親に促すべきである。この年齢層に向けていることが明確なテレ

ビ番組が作られているかも知れないが、乳児期の脳の発達に関する研究では、乳幼児

には、健康な脳の発育や適切な社会的、感情的、認知的な発達にとって、両親や子ど

もにとって対象が明らかな保育者との直接的な交流が特に必要であることを示してい

る。そこで、そのような幼児がテレビ番組にさらされることを抑制しなければならな

い。」について、新たな関連知見を追補し、改めてその危惧を提唱するという趣旨で書

かれている。なお、この提言書の本文構成は、次の通りである。 

	

＜本文の構成＞	

・メディア視聴による教育効果について	

・バックグラウンドメディアについて	

・子どもの生活にとっての適切な時間の利用について	

・健康への影響について	

・発達への影響について	

	 そこで本節では、上記５項目についての解説内容を、その根拠となる関連文献を含

めて以下に紹介する。 
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・メディア視聴による教育効果について	

 ある研究によれば、確かに高品質の番組は、２歳以上の子どもにとって教育的利点があるこ
とがわかっている。（中略）しかしながら、２歳までの子どもについては、3/4 の幼児向け人
気ビデオが表向きにも暗黙にも教育効果をうたっているにも関わらず効果は証明されていない
のである。 

	 このように、２歳以上のメディアを利用した教育には一定の効果があり得るものの、

２歳未満については教育効果が確認できないことが示されている。この根拠として示

された文献は、Kaiser Family Foundation（2005）による報告書である。この調査で

は、「乳幼児にとって教育や知的発達に有効である」と広告や製品パッケージに称して

いるメディア製品のうち、代表的な 29 品（DVD、コンピューターソフト、ビデオゲ

ーム）を選出して、実際にパッケージ等に記載される教育的な主張等に関する記述内

容やユーザレポートの評価などを確認し、どのような根拠で説明しているのかを検討

している。この結果の多くはケースレポートの形でまとめられており、統計的なデー

タを示していないが、「各製品の教育効果の主張にはほとんど根拠が示されておらず、

しかもその主張は商業目的の要素が強い」ということが、企業へのインタビューを含

めて明らかにされている。 

	

・バックグラウンドメディアについて	

 多くの家族が少なくとも一日あたり６時間もしくは常時、背景雑音的にテレビをつけている
と報告している。（～中略～）幼児は、自分が理解できない番組についてはきちんと注意を払っ
ていないかも知れないが、親たちは見ている。子ども達にはバックグラウンドメディアなのか
もしれないが、親たちにはフォアグラウンドメディアである。この状況は、親の注意を散漫に
し、親子の交流を減らすものである。子どもの語彙量の成長は「話す時間」の総計、すなわち
親たちが子どもに語りかけることに費やす時間と直接的に関係がある。家庭での著しいテレビ
使用は親が子どもに話しかける時間の減少につながるため、子どもの言語発達を妨げるものと
なりえる。 

	 バックグラウンドメディアの影響について、小平（2010）によれば、2001 年頃か

ら関連する研究知見がいくつか見られるとされているが、近年、この指摘に同調する
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言及や調査研究がいくつか見られる（Healy, 2012、Nathanson et.al 2013）。ここで

根拠とされている文献の１つは、Kirkorian ら（2009）によるものである。 

	 この研究は、実験室環境で状況を作り出し、行動観察によるデータを基本としてい

るため、結果から生体への直接的な影響があると断言はできないが、１つの可能性と

して考慮すべきものと言える。具体的には、51 人の生後 12 か月、24 か月、36 か月

児に、それぞれ一人の親が付き添って、家庭に似せた研究室で１時間自由に遊ぶ様子

を観察している。そのうち、30 分間は子どもにとってバックグラウンドテレビになる

よう大人向けの番組を示し、あとの 30 分間はテレビを付けない状態とした。その結果、

バックグラウンドテレビの状態では、質的にも量的にも親子間の交流は減少したとい

う。この結果から、慢性的にテレビにさらされている状態が発達上望ましくない影響

をもつ可能性があるとされている。その他、Nathanson ら（2013）によると、幼児

107 人と保護者を対象に心の理論課題（ToM）を用いて、相手の感情を考えさせる質

問を行っている。その結果、自室にテレビがあり、バックグラウンドテレビにさらさ

れている子は相手の思いや感情などを感じ取る力が弱いという結果も報告されている。 

	

・子どもの生活にとっての適切な時間の利用について	

 テレビを視聴する 5歳までの子どもは、創造的な遊びをする時間が少なく、親や兄弟と過ご
す時間も少ない。また、2 歳未満でどの時間でもテレビを単独視聴する子どもは、男女にかか
わらず、一日あたり１時間テレビを見ることで 52 分も親や兄弟と過ごす時間が少ない。どの
時間でのテレビ視聴であっても、2歳未満の子どもであれば、平日で 9％、週末で 11％創造的
な遊びにかける時間が少ないとされる。テレビは、発達的に考えて価値ある遊び時間に置き換
えるものであろうか。子どもの時間に於いて全てテレビを消すことで良いことが見出せるかど
うか、この点について研究した結果は見出せないが、子どもが大人の話をもっと聞いたり話し
たりする証拠は示される。著しいメディア利用というのは、常時もしくはほとんどの時間テレ
ビが付いていることである。著しいメディア利用は、それが育児スタイルの兆候を示すもので
あり、保護者が発達的な点からテレビから離れた子どもの養育時間を過ごすというのは、想定
できない。家庭での著しいメディア使用では、子どもがどの年齢でも屋外で遊ぶことに使う時
間に影響を及ぼすと想定できない。しかしながら、著しいメディア使用の中で育つ子どもは、
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読書あるいは読み聞かせについて 25%（3～4 才）と 38%（5～6 才）少ない時間になる。こ
れらの子ども達は、メディア使用が低い同じ世代と比較して読むことができる力が低く見込ま
れる。わかっていることは、「計画的で無い（決まり事のない）遊びの時間」が問題解決学習能
力や創造力を促進することに重要であるということである。 

	 日常生活におけるテレビ視聴と他の活動との時間的比率から、乳幼児のメディア利

用を批判的に捉えようとする研究知見は多く見られるが、本文中にも見られるとおり、

メディア利用による影響を直接的に説明できるものではない。ただし、「著しいメディ

ア使用」として紹介されているように、常時テレビが付いている環境にさらされてい

る状況は、立場を問わず賛意を示すことは無いと思われる。この部分で引用されてい

る文献は、Chiristakis ら（2009）によるもので、生後２か月から 48 か月の乳幼児 329

人を対象に、デジタルレコーダーを設置して最大 24 か月の間、大人の発話内容、子ど

もの音声、会話の機会を抽出して発話時間や発語数を計測した結果、テレビ音声が流

れている環境において有意に減少していることを明らかにしている。この結果から、

テレビにさらされている環境と子どもの言語発達の遅れに関係があるかもしれないこ

とを小児医学分野の立場として主張している。 

	

・健康への影響について	

 テレビは多くの子どもにとって入眠過程の一つになっている。ある研究では、１歳未満の子
どもがいる親の 19％は、子どもたちの寝室にテレビがあると報告している。また、２歳から
３歳の子どものうち 29％が寝室にテレビがあるといい、30％の親たちはテレビ番組を見るこ
とが子どもの入眠の助けとなっていると報告している。親たちはテレビ番組が静かに眠ること
の助けになると受けとめているが、実際には、就寝への抵抗を増加させたり、眠気が襲ってく
るのを遅らせたり、入眠に対する不安を引き起こしたりする番組も認められる。特に、３才未
満の子どもでは、テレビの視聴は不規則な睡眠スケジュールと関連する。質の悪い睡眠の習慣
は、気分や行動、学習に悪影響を及ぼすのである。 

	 メディア使用による健康への影響については、これまでに視覚や聴覚への過剰刺激、

電磁波の影響や光感受性発作の可能性など、様々な点で危惧されてきているが、二瓶・

坂井・一色（2012）の指摘にもあるように、乳幼児を対象に生体に関する研究を行う
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には、倫理的な問題や危険が伴う可能性もあるため、これまで実証が難しい分野とさ

れている。この項目で引用されている文献では、生後４か月から 45 か月児 2068 人分

の調査データをもとに、家族の相互交流や精神衛生など様々な要因を含め、テレビ視

聴と就寝時刻や睡眠時間との関係についてアンケート法で調査している（Thompson 

& Christaskis, 2005）。その結果、睡眠が不規則と認められる割合はおよそ３割で、

１日あたりのテレビ視聴時間と不規則な昼寝や就寝時刻に関連があるとされている。 

	

・発達への影響について	

 1999 年以来、8 か月から 16 か月児で著しいテレビ視聴による言語発達への影響について
３つの研究が評価されてきた。短期的には、2 歳未満でテレビやビデオを見る子どもは明らか
に言葉の遅れが認められ、また、1 歳未満でテレビを盛んに単独で視聴する子どもは、言葉の
遅れが生じる高い可能性が明らかに認められている。言語運用能力の長期的な影響は知られて
いないが、短期的な影響は関連している。 

	 乳幼児のテレビの長時間視聴と言語発達との関係については、1999年の提言書以降、

日本の研究者の間でも研究が重ねられており、未だ賛否両論が存在する。例えば、片

岡（2002）は、小児科医の立場から乳幼児検診等の臨床経験をふまえ、テレビ・ビデ

オをつけっぱなしにしている、乳児期からテレビやビデオを子守代わりにさせていた

など、５つの条件によって「新しいタイプの言語発達遅滞」が生じることを提唱して

いる。一部の対象において、このような環境に置かれている場合は言語学習の機会が

少ない可能性は考えられるが、一方で、二瓶・坂井・一色（2012）で言及されている

ように仮に言葉の遅れが生じた場合、それが長期的に影響するのかは未だ不明である。	

	 以上、５つの観点からの主張をふまえ、以下の提言と推奨事項がまとめられている。 

	

・提言と推奨事項	

◆小児科医への提言	

１. アメリカ小児科学会は、2歳未満の子どもたちのメディア利用を推奨しない。小児科医は
その点を子どもの親と話し合う必要がある。 
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２. 多くの親は、アメリカ小児科学会がこのような見解であることを知らないので、2歳未満
のメディア制限について、健康上の理由から議論されるべきであり、初期の段階で制限を設け、
直接経験とのバランスを取っていくことが重要である。両親が一緒にいてあげられない時は、
子どもが一人で遊ぶよう促すべき（テレビに子守をさせない）。夜ご飯を作っている時は傍らで
カップを並べたりして遊ぶ時間にすれば良い。 
３. 小児科医は、約束事がない遊びが子どもの心の成長を促すことを親に説明すべきである。
遊びは突如起こり、それらを親や保育者が寄り添っていくことが重要。子どもの傍らで遊ぶこ
とが大事である。 
４. 家族は、子どもの認知や言語の発達のために、本を読んであげたり一緒にお話するよう努
めるべきだということを理解すべきである。 
◆親への提言	

１. アメリカ小児科学会は 2歳未満の子どものメディア利用を推奨していない。 
２. アメリカ小児科学会は、今日の社会の中で子どもがメディア漬けになるという現実を理解
しているが、親がどのように子どもが接するのか制御する必要があるし、内容も把握し、一緒
に見るべきである。 
３. 親は子供部屋にテレビをおくことをとどめるべきである。 
４. 親が自分の見ている番組が子どもに悪影響を与えることを認識する必要がある。背景的な
視聴も子どもの気を散らしている。 
５. 決まり事のない遊びが電子メディア漬けになるより脳の発達には価値がある。もし一緒に
遊んであげられないのなら、そばにいて一人遊びをさせるべきである。４ヶ月にもなれば、一
人遊びが創造性や問題解決学習を親との交流を通じて達成することができる。また、親も近く
で子どもが遊ぶ姿をみたり、楽しんでる姿を見ることでいろいろ学ぶことができる。 
◆製品への提言	

１. 乳幼児向けメディア商品の広告で教育的要素をうたっているものに対し、独立した評価研
究が行われるべきである。 
２. 連邦政府委員会は、製品広告における教育的要素に対し、科学的な評価の基準を改良すべ
きである。 
◆研究者への提言	

１. 研究者は、初期のメディア接触が子どもの身体的、心理的、社会的健全さに将来どのよう
に影響するのか、長期のわたる影響について継続的に研究を行うべきである。 
２. アメリカ小児科学会は、子どもの環境からの影響についての調査を支援している。 
３. アメリカ小児科学会の使命は、乳児から青年にかけての全ての子どもたちに身体的・心理
的最適さと、社会的健全さ、幸福を約束することである。 

	 このように、提言と推奨事項では、２歳未満のメディア使用を明確に制限すべきこ

とを主張しており、特にその理由や考え方が、不適切な使用が心配される親へ理解さ
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れるよう企図していることが伺える。また、使用するメディアについても、２歳未満

の子どもへの教育効果について説明が可能となるよう製品開発者や研究者に検討が求

められている。そして、現在もなお、多くの主張の対象になっているメディアが、テ

レビやビデオなどの映像メディアであり、とりわけ受動的な視聴スタイルによる問題

が数多く指摘されている点は重視されるべきであると思われる。 

	 次に、保育者と保護者を対象としたアメリカ幼児教育協会の提言について検討する。 

 

2.1.2.2.	 アメリカ幼児教育協会（NAEYC）の提言	

・NAEYC（2012）  

「Technology and Interactive Media as Tools in Early Childhood  

	 Programs Serving Children from Birth through Age 8」   

	

・Abstruct 

 この提言は、テクノロジーと双方向メディアを利用した発達的に適切な教育実践について、
教育者に一般的なガイドラインを提供するものである。８歳までの子どもが通う教室において、
テクノロジーやメディアを使うべきか、使うとしたらいつ、どのように使うのかについて、適
切な情報を持った上で、意図的に選択するのが教育者の役割であり、責任でもある。テクノロ
ジーや双方向性のあるメディアは、幼児期における創造的な遊びや外遊び、仲間や大人との社
会的相互作用に取って変わるものであってはならない。教育者は、幼児期の教育プログラムに
おいてバランスの良い活動を提供すべきである。テクノロジーやメディアは、子どもが世界や
周りの人間と活発で実践的、創造的で望ましい関わりを広げたり、そのことを支援したりする
ために、意図的に用いられれば価値があるものと認識されるべきである。（～中略～）幼児教育
において、テクノロジーや双方向性のあるメディアの利用を改善し、魅力を高めるために、教
育者は、保育室やカリキュラムにどのようにテクノロジーが選択され、利用され、馴染み、首
尾よく評価されるようになってきたのかについて成功事例を必要とする。幼児がテクノロジー
や双方向性のあるメディアをどのように使い、学ぶのか、また、短期・長期的な影響について
も理解を深めるために、さらなる研究が必要とされている。幼児教育の環境における学習や発
達のツールとして、テクノロジーや双方向性のあるメディアを効果的かつ適切に利用するため
の証拠に基づいた実践を支える研究もまた必要である。 

	  



 

 33 

このように、冒頭の要約では、提言が主に教師や保育者を対象として、メディアやテ

クノロジーの進歩と現代生活を鑑み、幼児教育の中で適切な場面や環境を考えて利用

する必要性があることを述べている。 

	 なお、アメリカ幼児教育協会も、かつて 1996 年４月に「Technology and young 

children-Ages 3 through 8」という提言を発表している。当時の提言では、対象年齢

を３歳から８歳までとし、テクノロジーが既に日常生活に浸透したものと位置づけ、

共同的な利用等を通じて教育者が適切に使用しているかを評価し、認知的、社会的な

能力を向上させることでメディアが有効なものになる可能性があること、環境の適切

性に配慮すべきこと、貧富や民族に関わらず公平に利用できることなど、積極利用を

前提とした具体的な配慮事項が述べられている。今回の新しい提言では、対象年齢を

誕生から８歳までに拡大しており、新しいテクノロジーの認識と対応、子どもの発達

に基づく利用の実情と課題、今後の利用のあり方等について、６つの問題提起と 16

の提言、さらに６つの推奨事項が述べられている。本節では、その中で、アメリカ小

児科学会の指摘との関連性を確認するため「乳幼児のメディア使用の適否」に関する

項目ついて、さらに、わが国ではこれまであまり検討されてこなかった「アクセスの

公平性」や「デジタルシチズンシップ」の項目についての３項目を紹介する。 

	

・乳幼児期の教育においてテクノロジーや映像メディアへアクセスさせるべきか	

 子どもの健康と発達に関心がある専門家、公衆衛生機関、権利擁護団体の中には、受動的で双
方向でないテクノロジーと映像メディアは乳幼児期の教育プログラムに利用されるべきではな
く、また、乳幼児に映像を視聴させる時間を与えるべきでないと推奨しているところもある。
NAEYC と Fred Rogers センターも発達や健康に関心を寄せており、それらを注意深く考察し
た上でこの度の意見表明書を作成している。アメリカ小児科学会（2011 ほか）とホワイトハ
ウスの小児肥満症対策委員会（2010）は、２歳未満の子どもへの映像メディアの種類と映像
視聴時間がどれだけであっても推奨できないとしている。さらに、２歳以上の子どもは、１日
合計１時間から２時間以上映像を視聴しないよう勧めている。（中略）幼児教育者はこのような
懸念を認識し、教育者として、幼児のテクノロジーとメディア利用、映像視聴時間について配
慮するという重要な役割を理解する必要がある。 
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	 今回の提言で新たに加えられた項目の１つに、健康や発達に関する内容が挙げられ

る。特に、前述のアメリカ小児科学会やホワイトハウスの小児肥満症対策委員会の提

言を反映させている点は、1996 年の提言においてメディアの適切な利用による積極的

な主張が多かったことと比較すると、慎重な立場として注目していることがわかる。

ただし、メディアの影響を２歳前後で分けて考えるべきとされていることや、アメリ

カ小児科学会等の主張を「懸念」と捉え、２歳以上については、教育者が利点と問題

点を十分に認識してメディアを使用すべきという考え方も示されている。 

	 なお、ホワイトハウスの小児肥満症対策委員会の提言（2010）では、近年のアメリ

カ国内における２〜19 歳の肥満児の増加傾向と、今後懸念される問題について論じら

れている。その原因として妊産婦のライフスタイルや、子どもの食事、運動不足など

の生活習慣および環境の影響が挙げられており、その１つの要因にメディアとの関わ

りも指摘されている。 

	

・未解決のままの公平性とアクセスの問題	

 テクノロジーと双方向メディアの可能性は、健全な成長と発達に良い影響を与える可能性があ
るため、幼児教育者がテクノロジーとメディアを選択、利用、統合、および評価するときには、
その公平性とアクセスの問題を慎重に考慮することが重要である。幼児教育者には、担当する
子どもたちの親、家族そして子どもがテクノロジーツールや双方向メディア体験に対して公平
にアクセスする機会を保証する上で、リーダーシップを発揮する機会がある。（中略）教育者が
考慮すべきことは、高品質の双方向メディアが子どもたちの学習や創造性に与える利点である。
特に、学習を加速させ、低所得家庭と裕福な家庭の子どもに見られる学力格差を減らすのに効
果を発揮する熟達した教え方や、補習カリキュラムのリソースが結びつけられた時に利点は現
れる。 

	 この公平性に関する主張は、1996 年の提言でも詳述されており、このことに関連し

て、Sutton（1991）は、コンピュータの利用で性差、民族、社会的地位による教育機

会や内容の不平等が発生していることを明らかにしている。さらに、この問題は、後

に経済や福祉など様々な分野における情報格差の問題を含め、「デジタルデバイド」と
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いう言葉で広く知られ、その問題解消には、2000 年に開催された第 26 回主要国国際

会議の憲章以降、現在もなお国際的なレベルで検討されている。この提言では、幼児

教育の分野でもこの問題が解決されていないことを指摘しており、利用機会の公平性

を保証して教育格差の解消につなげるべきであることを主張している。 

	

・デジタルシチズンシップは、幼児のデジタルリテラシーの重要な要素である	

 大人には、子ども達に対し、成長するにしたがって、究極的には自分で自分を守るのに必要な
スキルを発達させるのを支援し、また、自身が使うテクノロジーやメディアについて発問し、
批判的に考えることを学ぶのを助けるようなやり方で、子ども達を保護し、また、能力を育て
る責任がある。さらに、大人は子ども達に対し、安全かつ健康的で、受容可能な、責任ある社
会的に肯定されるやり方で、発達的に適切で、積極的なデジタルツール、メディアおよびコミ
ュニケーションと学習の手段を利用するように子どもを仕向け、そうした利用のモデルを作っ
ていく責任がある。 

	 「デジタルシチズンシップ」という用語は、この提言では「テクノロジーの適切か

つ責任ある使用」と説明されており、2005 年頃から関連研究が一部に見られる（例：

Ribble, 2009）。このうち幼児期については、「デジタル社会に参画する導入期」と位

置づけられており、大人の保護や指導のもと仕組みやルールを理解し、その後、デジ

タル社会の中を自分で積極的に生きていくための必要な能力を養うことが求められて

いる。さらに今後の情報化の進展を考え、幼少期の段階から受け身の発想でなく、適

切な関わり方を教育するという考え方が重要とされている。 

	 以上、その他の問題提起を含め、章末では次のように推奨事項がまとめられている。 

	

・推奨事項（全６項目）	

1. テクノロジーや双方向性のあるメディアが、子どもの経験や互いにかかわる機会として、
意図的に発達に応じた方法で選択、利用され、保育に馴染ませるように細心の注意を払うべき
である。 
2. テクノロジーやメディアは保育において幼児にバランスの良い活動を提供すべきである。
また、子どもの活動を彼らの世界やそのまわりに広げ、支援することで実践的かつ創造的に取
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り組める価値のあるツールとして認識されるべきである。 
3. ２歳未満の幼児期の教育プログラムに、テレビやビデオ、DVD、他の双方向性のないテク
ノロジーやメディアを受動的に使用するのは抑制すべきである。また、２歳から５歳について
も、受動的で双方向性のないメディアの使用は抑制すべきである。 
4. 保育者と子どもの相互関係、また大人と子どもの絆を適切に支援するためにも、２歳未満
の幼児には教育プログラムにおけるテクノロジーや双方向性のあるメディアの使用を制限すべ
きである。 
5. 幼児教育の環境でテクノロジーやメディアを使用する際、適切な制限を設けるときには、
生まれてから５歳までの子どもには，画面を見る時間について、公共機関からの提言を注意深
く考慮すべきである。画面を見る時間については、家庭やそれ以外の場所で幼児向け番組を見
ている時間、両親や家族と一緒に番組を見ている時間も含まれるべきである。 
6. 子どもがテクノロジーや双方向性のあるメディアに公平にアクセスできるように、両親や
家族はリーダーシップを発揮すべきである。 

	 このように、推奨事項では、２歳未満と２歳以上を明確に区分してまとめられてお

り、特に、２歳未満のメディア使用については、アメリカ小児科学会と同様に抑制す

べきとされている。ただし、このことについて、やはり受動的な使用条件が問題であ

ることも明確に示されている。一方、２歳以上のメディア使用については、適切な教

育方法や環境、遊びのバランス等、効果的となる使用条件を考える必要があることや、

幼稚園と家庭と両方のメディア使用状況を合わせて、子どもとメディアとの関係を考

えるべきであることなどが述べられている。これらの内容から、アメリカ幼児教育協

会については、２歳以上のメディア使用についてはむしろ肯定的な考え方であること

がわかる。ただし、この推奨事項の対象は主に保育者へ向けてのものであり、幼稚園

等でのメディアの使用状況をもとに述べられているものである。そのため、提言の内

容が家庭教育に全て適用できるものではないが、言うまでもなく、乳幼児期の教育は

園と家庭の連携と協同が重要であり（厚生労働省 2008）、保護者による教育の指針に

もつながるものと思われる。 

 

2.1.2.3．その他	 海外における乳幼児向けメディアの研究と見解	

	 その他にも海外における乳幼児とメディアに関する研究は世界各国で見られる。例
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えば、1990 年代後半からイギリスが中心となってヨーロッパ各国による国際共同研究

が進められ、新しいメディア環境が子どもに及ぼす影響についての検討も積極的に行

われている（小平, 2010）。そのうち、シェフィールド大学では、2004 年に「Digital 

Beginnings」という０〜６歳児のメディア接触に関する研究プロジェクトが組織され、

乳幼児のメディア接触についてのメリット・デメリットに関する意識調査や、幼児教

育のカリキュラムに取り入れるための活用方法研究などが行われている。これらの結

果を含めて、イギリスでは幼児教育段階からのメディアリテラシー教育の充実化が図

られている。また、韓国でも情報教育は積極的に取り組まれており、幼稚園や保育所

における教育内容についても、パソコンの利用が正課のカリキュラムとして導入され

ており、現在、日韓の幼児期のメディアを使用した比較研究も進められている（山岡, 

2008 他）。さらに、イタリアのレッジョ・エミリア市では、テクノロジーに詳しいア

トリエスタ（アートの専門家）がペタゴジスタ（教育の専門家）の協力を得て、子ど

もの表現力を高める表現ツールとしてメディアを効果的に活用している実践研究も見

られる（佐藤, 2014）。これらのようにアメリカ以外にも、各国で幼児教育の中でメデ

ィアを使用することに関する様々な取り組みが見られるが、これらを含めた体系的な

研究は、やはりアメリカに多く見られ、その見解を受けながら各国の文化や教育事情

に応じて導入されているという状況が伺える。 

 

2.2.	 乳幼児期のメディア使用に関する国内外の議論のまとめ	

	 以上、国内および海外における就学前児とメディアの使用および環境について検討

するため、国内については、テレビ放映開始時から現代に至るまでの乳幼児とメディ

アとの関わりについて、時系列的に様々な見解や研究知見等の変遷を概観した。また、

海外については、有力な知見であるアメリカ小児科学会の提言およびアメリカ幼児教

育協会における近年の提言内容を中心に確認し、さらに関連文献等を含めて検討した。 

	 その結果、国内に関しては、1950 年代のわが国におけるテレビ放送の開始当初から
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幼児向けテレビ番組の制作が行われ、そこから開発的な取り組みが進められてきてい

る。しかし、その後、是非論に基づく研究知見が多く見られるようになり、さらに、

大学等の保育者養成課程でも教育利用についての研修機会がほとんどなかったことか

ら、今日の就学前児教育における映像メディアの使用については、小学校以降の校種

と比較して進展しがたい状況にあり続けている。 

	 ただし、最近では、中立的、実証的な研究への取り組みが増えつつあり、その中で、

映像メディアと教育に関する学際的な研究による様々な研究分野の知見の援用が少し

ずつではあるが進められていることも明らかになった。 

	 一方、海外に関して、まず、アメリカ小児科学会からは、２歳以上で質の高いメデ

ィアを使用する場合の教育効果はある程度認めるものの、２歳未満のメディア使用に

ついては、質、量にかかわらず制限すべきこと等が示された。その理由として、メデ

ィア使用による教育効果の根拠が不明瞭であることや、言語などを含む心身の発達、

健康、睡眠への影響の懸念、そして新たにバックグラウンドメディアの問題なども示

された。一方、アメリカ幼児教育協会からは、現代のメディア社会の進展をふまえ、

幼児教育の中ではメディアの特性を詳細にとらえて、適切で効果的な使用方法を検討

すべきであることが述べられている。そしてアメリカ小児科学会同様に、２歳未満の

メディア使用については制限すべきであることが示された。そして、これらの見解の

影響を受けて、各国の文化や教育事情に応じた研究が進められており、就学前期の教

育の中で適切な分野、対象において使用されている実例などが確認された。 

	 これらの内容をふまえ、就学前期を含め、乳幼児のメディア使用の現状と今後の課

題について考えてみたい。 

 

2.2.1.	 ２歳未満のメディア使用について	

	 ２歳未満のメディア使用については、前述の通り、アメリカ小児科学会およびアメ

リカ幼児教育協会共に否定的な見解である。実際に、わが国でもこの見解を支持する
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小児科医のコメントは web サイト上で多く見られる（例：兵庫県小児科医会 HP ほか）。

ここでいうメディアの対象となっているのが、前述の通り、テレビやビデオなどの映

像メディアであるが、２歳未満のメディア使用に関して、まず、視聴時間という量的

な面から実態を考えてみたい。NHK 放送文化研究所の「子どもに良い放送プロジェク

ト」中間報告書（2011）によると、わが国の０歳児のテレビ接触時間は１日平均３時

間 15 分、１歳児では３時間 23 分、２歳児では２時間 44 分とされている。これに対

し、アメリカでは２歳未満児のメディア接触時間は、１日あたり少なくとも６時間で

あると示されており、これらを比較するとわが国はおよそ半分の時間である。このこ

とから、アメリカと比較するとわが国ではある程度メディア接触について考慮されて

いる家庭が多いと見ることができる。しかし、今後、スマートフォンやタブレットな

ど、他のメディアについても２歳未満児が使用する可能性を考えると、さらにメディ

アを使用する時間が増加することも考えられる。なお、上記の調査では、ビデオ及び

ゲームの使用について、１歳児では１日平均 39 分、２歳児では 46 分とされている。

では、現状に対し、現実的に許容される視聴時間量をどのように考えるべきであろう

か。この点に関して、日本小児科学会ではテレビ・ビデオの視聴時間について４時間

以上を「長時間視聴」と定義して調査研究を行っている。また、２歳未満は視聴を控

えるべきとしながらも、２時間以内を目安とすることなどが提言に示されている。そ

の他、関連する知見でも同程度の時間の目安が示されているが、現状ではいずれにも

この基準の根拠は示されていない。 

	 また、上記の調査では、子どものテレビの接触時間量は、親のテレビの視聴時間量

との関連があることも示されている。そのため、現代の親世代のうち、30〜40 歳代に

ついては幼少期に使用経験のあるメディアの中心がテレビやビデオであることを考え

ると、テレビ接触視聴の時間が比較的多いものと想像される。しかし一方で、最近、

アメリカ、日本共に若者のテレビ離れという現象も見られている（荒牧・増田・中野,  

2008）。そのため、今後、現在の 10〜20 代が親となった場合、今までとは異なるメデ
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ィア接触の形態が乳幼児に及ぶことも考えられる。 

	 以上の内容をふまえ、現状では量的な面について適切とされる絶対的な基準は見出

されないが、後述のバックグラウンドメディアの問題とも合わせて、健康や発達に望

ましくない影響を与えるような長時間の使用にならないよう、教育機関や保健機関等

による各家庭への継続的な調査や配慮が必要であると思われる。ただし、この問題は

メディア使用の平均時間で説明されるよりも、長時間使用の家庭が存在する比率の方

が重要であり、わが国でもその対象に適切な知見が届くよう検討すべきと考える。 

	 次に、質的な面から考えると、前述の通り、これまでの検討方法は、保護者を対象

としたアンケートや行動観察によるものが多い。例えば、アメリカ小児科学会の提言

に示された健康への影響に関する調査では、２〜３歳の子どもの 29％が寝室にテレビ

があるとされ、また、30％が子どもの入眠時にテレビ視聴をさせていることが示され

ている。このような使用が不適切であることは、多くの人が判断できると思われるが、

そもそも乳幼児に自室があって、単独で入眠時間を過ごす生活習慣はアメリカ特有の

ものとされており（Amanpour & Abraham, 2013）、わが国では稀少であると思われ

る。よって、アメリカの知見をもとにわが国での乳幼児とメディアの問題を考える際、

このような生活文化の違いも考慮されるべきである。一方、日本小児科学会は乳幼児

のテレビ視聴について「内容や見せ方に関わらず」としているが、実際に内容や見せ

方を比較条件として調査した結果に基づくものではない。そこで、様々な映像メディ

アの視聴条件をもとに、子どもに何が生じているのかを実証的に比較検討する研究の

蓄積が必要であると思われる。 

 

2.2.2.	 インタラクティブなメディアの使用について	

	 インタラクティブなメディアの使用については、家庭教育と幼稚園・保育所におけ

る教育とそれぞれについて考えてみたい。 

	 まず、家庭教育については、スマートフォンやタブレット端末の普及が急速に進み、
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親の所有状況に応じて幼児の使用も多く見られる。また、対応するアプリケーション

も多く販売されており、幼児向けまたは幼児教育用とされるものは現在、i phone 対応

のもので約 1,200 種類に上る（2015 年 5 月現在）と言われている。この使用について

は、乳幼児が単独で使用する状況が想定されるなど、使い方によってはテレビやビデ

オ以上に直接的な対人コミュニケーションが抑制されることも懸念される。特に、デ

ジタルネイティブと言われる現世代においては、乳児期の段階で親がスマートフォン

やタブレットを様々な生活場面で個人使用している様子を見ていることが多く考えら

れ、そのことを肯定的に捉えて育っている可能性も想定できる。これに対し、佐藤

（2008）や佐藤（2010）は、幼児の物語行為の向上を支援するソフトウェアや、親が

子どもの語りを適切に引き出すための Web アプリケーションを開発し、利用効果を検

討している。その結果、ソフトウェアの使用により親子の発話が活性化され、心情理

解や話の統合が促進されたことなどが確認されている。このような事例から、メディ

アを介して人的相互交流が促進されたり、あるいはメディアコンテンツ自体に応答性

のある場合など、メディアが適切な効果を生めるよう設計された場合には、幼児にも

望ましい利用効果が得られる可能性も考えられる。 

	 一方、幼稚園・保育所におけるメディアを使用した教育については、これまでわが

国では放送教育を中心に検討されてきたが、1990 年代よりパソコンを使った教育の試

みやデジタルカメラなどの周辺機器を組み合わせた教育実践の事例も見られる（堀田, 

2001）。そして、最近では、幼稚園・保育所でもタブレット端末を使用した教育の試

みも見られるようになってきている（佐藤, 2014）。 

	 これらのことに関して、アメリカ幼児教育協会の提言では、幼児教育での適切な使

用条件が存在するのであればメディアの使用を支持するという提言が示されており、

これを受けてわが国における幼稚園・保育所でのメディア使用に関するガイドライン

を作成し、公開されている（堀田・森田・松河 他, 2011）。ただし、インタラクティ

ブなメディアの使用状況で、視聴者の内的状態として何が生じているのかの具体的な
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検討は十分に進められてきていない。そこで、今後、映像メディアの教育利用を考え

るにあたり、単独かつ受容的な使用条件と、そこに対人あるいは対メディアにおいて

インタラクティブな使用条件が加わった場合において、何が変化するのかを客観的に

捉えていくことが、今後、必要になると考える。 

 

2.2.3.	 新たにアメリカの両提言で問題提起されたことについて	

	 今回、調査した提言では、公平性の問題に加え、新たにバックグラウンドメディア、

デジタルシチズンシップなどについても問題提起されている。そこで、これらの内容

について、以下の通り検討した。 

	 まず、公平性、すなわちデジタルデバイドの問題については、これまで一般的に、

地域間における放送・通信の情報量やサービスの可否に差があること、あるいは、情

報を持つ者と持たない者との間に何らかの格差が生じていることとされている。前者

については、総務省が平成 19 年 10 月から「デジタルデバイド解消戦略会議」を開設

し、これまで計画的に国内の通信インフラの整備に努めてきている。しかし、後者に

ついては、世代や家計収入、教育歴、など様々な差異によってネットワークへのアク

セス可能性が異なるため、情報によってもたらされる利益に格差が生じていることが

示されている（総務省 2011）。そのうち、教育分野については、これまで地域間での

通信インフラの格差や情報活用のスキル、経験の差異などについては知られていたが、

佐藤（2014）によれば、デジタルデバイドについて新たな形態の問題が生じていると

いう。例えば、現在、タブレット端末が著しく普及しており、ユーザが様々なアプリ

ケーションをダウンロードし、自分の用途に合わせて自由にカスタマイズできる。そ

の中で、「アプリギャップ」という新たな現象が見られるという。これは、Susan & 

Donna（2012）の調査によるもので、アメリカで子どもが利用するアプリケーション

の選択や使用方法を調査した結果、高所得者層の親は、子どもに語彙やアルファベッ

トの習得を目的としたアプリケーションを提供することが多いのに対し、低所得者層
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の親は、文字情報のない、簡単な色彩で構成されたゲームなどが多かったという。こ

のことに関連するわが国での調査研究はまだ見られないが、今後、デジタルデバイド

については様々な分野で格差や不平等が複雑化、重層化すると言われており（平井 

2009）、教育の分野でも注視すべき必要がある。また、その中で、情報弱者を支援す

るための教育や知見提供も細かに考えていく必要があると思われる。 

	 次に、バックグラウンドメディアについては、前述の通り、アメリカではいくつか

の実験や調査が見られるものの、わが国で同様の研究事例は調べる限り見られない。

前述の NHK 放送文化研究所の調査の中で、テレビ接触時間について「専念視聴」や

「ながら視聴」が区分して調査されていることから、その差分から実態の平均を見る

ことは可能であるが、詳細な状況を理解するには至らない。問題意識や提言が先行す

る現状ではあるが、今後、映像メディアの種類や環境構成など、様々な条件において

バックグラウンドメディアの状況で何が問題になっているのかを、内的状態を含め、

具体的に検討することが望まれるが、まずはそのための研究手法の確立が重要となる。 

	 さらに、デジタルシチズンシップについても、現在のところ、幼児期についてわが

国での取り組みは調べる限り見られない。しかしながら、メディアが急速に普及する

中、現代の乳幼児がデジタルネイティブの世代としてネットワークの世界に関わりな

がら生きる以上、大人がその可否を考えるだけでなく、デジタル世界と現実世界の仕

組みや付き合い方を学ぶことは必要であると思われる。特に、児童期以降のわが国に

おけるネットワーク利用の現状を見たとき、「ネットいじめ」などは深刻な問題とされ

ている（竹内 2013）。そこで、アメリカ幼児教育協会の提言では幼児期を「デジタル

社会に参画する導入期」としていることから、わが国でも幼少期の段階から、ネット

ワークの世界で通信相手の存在を理解することや、コミュニケーションの基本的な約

束事など、就学前児についても理解可能な内容については伝えていくことは必要であ

ると思われる。 
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2.2.4.	 映像メディアの視聴による乳幼児への生体的な影響について	 	

	 その他、映像メディア視聴による学習場面において懸念される具体的な現象として、

いわゆる没入性の高い視聴条件での映像酔い、疲労感などのストレスが考えられる。

アメリカ小児科学会の提言書の中でも、映像メディアの視聴における「健康への影響」

において関連する見解が具体的に示されており、とりわけ、入眠時に自室で専念視聴

されていることによる睡眠の質や気分、行動、学習への影響などが危惧されている。

また、「発達への影響」でも、乳幼児が画面に引きつけられやすいことについての懸念

が示されている。このような映像メディアの視聴時における没入感やストレスなど内

的状態については、３D テレビやゲームやカーナビゲーションの使用場面などについ

て、主に大人を対象とした生理学指標による研究はいくつか見られる（阪本・浅原・

山下 他,  2011、江本, 2007）。また、映像メディアに対する臨場感や没入感などの感

性指標とその規定因に関する基礎的な検討（本多・神田・柴田 他, 2013、小林, 2009、

榎並, 2008 他）の知見も蓄積されつつある。しかしながら、これらについて、乳幼児

を対象とした検討はほとんど見られず、また、大人で生じている現象が乳幼児にも同

様に生じるものであるかなど、検討の必要があるものと思われる。ただし、これまで、

大人を対象とした研究では、SD 法などの主観指標と生理学指標とを照応させた検討が

多く見られたが、乳幼児の場合は心理状態を言語化することは困難であるため、生理

学指標をもとに内的状態を見出すアプローチが求められる。特に、前迫・坂元・末武

（1981）に見られるように、映像メディアの視聴時の内的状態を詳細に検討する上で

は、時系列的な測定手法による把握により、視聴するという行為のどの過程に問題や

影響が生じているのかを明らかにする必要がある。さらに教育利用の可能性を検討す

る上では、理解内容の再現や査定等を含めた一連の過程についても考える必要がある

と思われる。 
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第３章	 映像メディアの表現技法と就学前児の理解	

	

3.0	 要約		

	 第３章では、映像メディアの表現技法について、概要を紹介すると共に就学前児向

けのテレビ番組等を中心に調査した結果をまとめた。その結果、幼稚園教育要領及び

保育所保育指針に示される「領域」とそのねらいに応じて表現技法及び形式的特徴に

教育的な意図が伺える要素が多く確認した。このことから、今後、映像メディアを教

材として使用する上で、また、映像メディア教材を「つくるリテラシー」について保

育者に教育する上でも、これら表現技法及び形式的特徴について理解すると共に、適

切に利用することの重要性を見出した。	

	

3.1.	 	映像メディアの表現技法と就学前児の理解	

3.1.1.	 映像メディアの表現技法の種類と特徴		

	 映像メディアの情報について、本論文での研究対象は第１章に示したとおり、多様

な情報形態の中から「動画像による視覚情報」に限定したが、実際の映像メディアは、

視覚情報に加え、聴覚情報が含まれ、さらにインタラクティブ性を構成要素に加える

ならば、触覚や運動感覚が対象となり、そして近年では仮想現実性への試みとして、

映像情報と共に嗅覚や味覚の交信可能性についても検討が広がっている。しかしなが

ら、映像メディアによる情報の中核である「視覚情報」を研究の対象としても、その

認知的特性に関する知見や研究成果の蓄積は未だ十分ではない。	

	 一般的に、映像メディアの「動画像による視覚情報」は、他のメディア情報と比較

してヒトの日常的知覚に近似のものであることから、現実感覚と同様なものとして受

容しやすい。しかしながら、映像メディアの表現の独自性によって、日常的知覚より

も進んだ理解が可能となったり、反対にそれが故に誤認が生じたりすることもある。

そのため、映像メディアの表現技法についての理解が顕在的にも潜在的にも必要とな
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る。この映像メディアの表現技法については、メディアの送り手（制作側）と受け手

（視聴者）という２つの立場から捉えることができ、また、カメラワークによる技法

と編集技法、あるいは時間軸・空間軸など操作編集の対象など、様々な分類や観点か

らも考えることができる。そして、これに映像メディア独自の表現である特殊効果を

加えて考えることができる。ここでは、まず、一般的な映像メディアの表現技法につ

いて説明する。	

・カット技法	

	 カット技法とは、映像の編集技法の１つで、１つの画面から別の画面への不連続な

転換を意味する（中島,	1996）。ただし、これは受け手側の捉え方であり、送り手側か

らすれば情報の連続体の切れ目、すなわち「寸断」というものだけでなく、映像情報

の構成単位である「ショット」をつなぐ「接合」という捉え方もできる。このカット

については、これまで分野によって様々な分類が試みられているが、カットの前後に

あるショットの意味的な関係性によって説明されることが多い。例えば、映像学分野

においては、Metz（1968）が、送り手側の捉え方となるモンタージュ理論の統合を試

みており、系統的な連辞分類の中で、時系列的な省略を含む「継時カット技法」と、

複数の視点によるショットの切り替えなど、時間的な省略を含まない「同時カット技

法」とに分類している。また、このカット技法によって、ショット間の時間的な順序

性を逆順に配置する「リバースカット（カットバック）」や、同一ショットを連続提示

する「リプレイ（リアルタイム情報の場合、インスタントリプレイともいう）」など特

殊効果もある。これにより、例えば、回想シーンや強調表現を構成することができる。

さらに、ショットの接合部（寸断部）の表現について、先行ショットが漸次的に消え

ると共に後続ショットが漸次的に表出する「ディゾルブ」や、映像の境界を移動させ

ながら先行ショットを消去し、境界のもう一方から後続ショットを表出させる「ワイ

プ」などもある。これらについては、映像情報の意味的な理解において、例えば、時

間的な経過を連想させたり、物語文における接続詞のように解釈することができる。	
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・カメラワークによる表現技法	

	 カメラワークによる多様な表現技法を図 3-1 に示す。このうち、「パン」とは，カメ

ラを水平に構え，ある部分から他の部分へ水平に回しながら撮影する方法をいう。こ

れは語源である「パノラミック・ビュー」を短縮させた呼称で，広大な景色や横に長

いものを撮影するときに使われる。	

	 「ティルト」とは，カメラを垂直に振りながら撮影する方法である。高層ビルや地

上からの上空へ向けての撮影など、縦に長いものや位置の高い対象を撮影するときな

どに使われる。	

	 「ズーム」とは，カメラレンズの焦点距離を変化させて，被写体の大きさを拡大・

縮小する撮影方法である。特に、被写体を拡大させながら撮影することをズーム・イ

ンといい、被写体を縮小させながら撮影することをズーム・アウトという。ただし、

ズームは前述の通り、カメラレンズの倍率変化によって画面を拡大または縮小するた

め、ヒトの実際の接近または後退とは異なる知覚となる。この技法とは異なり、カメ

ラ自体を水平移動させて被写体を大きくまたは小さく撮影する方法を「ドリー」とい

う。その他、カメラを上下水平などさまざまな方向へ移動させながら撮影する「クレ

ーン」などの技法がある。	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 パン	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ティルト	

	

図 3-1	 カメラワークによる映像メディアの表現技法例		
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3.1.2.	 	映像メディアにおける表現技法の使用と就学前児の理解	

	 就学前児が映像を理解するためには、その内容のみならず、前述のような表現技法

の理解が、顕在的にも潜在的にも必要であり、これらは映像メディアの視聴能力の１

つと位置づけられており（水越,	1981、田口,	1999）、教育の対象と考えられている。

事実、認知発達の状況によっては、映像メディアの内容理解が困難となったり、誤認

が生じやすいという指摘が数多く見られる（浜野・平井出,	1980、	Smith	et	al.,	1985、

無藤,	1987、青山,	1994、山本,	1993、森田,	1998）。	

	 例えば、カット技法と映像理解の発達に関する研究は、これまでにも比較的多く行

われており、具体的には、Collins（1983）や Anderson	&	Collins	(1988)は、就学前

児のテレビ番組の理解が乏しくなる原因として、カット技法の理解の乏しさを指摘し

ており、仮に就学前児がカット技法を局所的に認知することができたとしても、カッ

ト技法に関する概念をもとに意味的に理解できるのは、およそ 8 歳であると述べてい

る。また、Huston	&	Wright（1986）は、４〜９歳の子どもを対象にインスタントリプ

レイの理解について検討しており、その結果から、映像メディアの手法として正しく

理解されるのはおよそ小学１年生以降であることを明らかにしている。その他、継時

カット技法により映像内容に関する理解が一部困難となる研究（森田,	1998）や、カ

ット技法におけるカットバックの理解についての検討（内田,1992、今井・有川,	1996）

や、遠近法やカメラワークによる映像情報の理解のされ方の検討（村野井,	1989）な

ど、様々な研究が見られる。そのため、就学前児が映像内容を理解するためには、表

現技法がもたらす認知的な課題を解決する必要があるといわれている（山本,	1996）。	

	 一方で、就学前児を対象とした教育テレビ番組については、番組制作およびその編

集等について、様々な教育的な工夫や配慮が含まれていることが示されている。この

ことは、第２章で述べた、セサミストリートの番組制作を行った CTW による番組の制

作変数の検討（Lesser,	1974）や２歳児テレビ研究会（白井・坂元,	1982）による検

討に遡ることができ、その他、八木（1980）においても、NHK 教育テレビの制作担当
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者として、造形教育番組「できるかな」の制作にあたり、映像文法を含めた幼児への

「わかりやすさ」「覚えやすさ」の配慮や工夫を行っていることを記している。	

よって、就学前児を対象とした映像メディアの表現技法や形式的特徴について、実際

の番組を分析することによって、どのような特性があり、また就学前児を対象とした

映像メディアの教育利用にどのように反映されるべきか検討することが求められる。	

	

3.1.3.	 	幼児向け教育テレビ番組に用いられている表現技法	

	 そこで、森田（1999）（2000）では、NHK 教育テレビの幼児向け番組を対象に、その

中で用いられている映像技法について分析調査し、そのデータと幼稚園教育要領に記

される各領域の内容と比較しながら考察を行った。	

	 表 3-1 は、本調査の対象とした NHK 幼児向け教育番組と保育内容５領域との関係に

ついて検討し、NHK 番組制作局ファミリー番組部からの参考意見の回答を得てまとめ

たものである。また、表 3-2、3-3 及び図 3-2 は、調査対象番組の表現技法および形式

的特徴についてそれぞれ分析調査した結果である。	

	

	 	 	 	 	 	 	 表 3-1	 NHK 幼児向け教育番組と保育内容５領域との関係	

	

	 	 	 ・・・領域と特に関係が深いもの	 	 	 	 	 	 ・・・領域と関係があるもの	

※ただし、保育内容の「領域」は小学校以降の教科とは異なり、生活や遊びを中心として、	

	 関連する活動が意味づけられるものであり、活動が領域によって区分されるものではない。	
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	 	 	 	 図 3-2	 調査対象の NHK 幼児向け教育番組（15 分間）のショットの構成比率	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※CU（クローズアップ）、MS（ミディアムショット）、LS（ロングショット（全景））	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 表 3-2	 調査対象の NHK 幼児向け教育番組（15 分間）のカット数	
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	 	 	 表 3-3	 調査対象の NHK 幼児向け教育番組（15 分間）のズームの頻度及び変化率	
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これらの結果から、各番組の対象とする「領域」によって、映像技法の頻度や測定値

が大きく異なっていることを明らかにした。また、そこからそれぞれの映像技法に、

映像文法的な意味を含む統語的機能や、興味や特定のイメージを喚起させるレトリッ

クの機能があるものと推測した。	

	 具体的な例を挙げると、「しぜんとあそぼ」という番組では、保育内容の領域「環境」

を対象としており、主に動植物の生態や発育の姿を観察する内容で構成されている。

ナレーションはアフターレコーディングで編集され、ナレーターは画面に登場しない。

そのため、視聴者が自分の目で対象物を見ている、あるいはカメラアイが視聴者の目

と合致した感覚となる「主観的技法」（Arijion,	1976、浜野・平井出,1980）で撮影さ

れている。この番組の表現技法について見てみると、まず、カット技法については、1

分間あたりの平均カット数が 3.4 回/min.と他の番組と比較して最も少ない。言い換え

れば、20 秒に１回程度にカットがある程度となる。また、データには示されていない

が、カットの前後において「ディゾルブ」や「フェードアウト」が使われている点も

特徴的である。さらに、ズーム技法について見ると、画面変化の著しさの指標となる

秒間拡大率について、平均+10.1％/sec.であり、これも参考の図かもらわかるように、

他の番組と比較して緩やかであることがわかる。これらの結果と番組内容の特徴とを

照応して考えると、前述の通り、「動植物の生態や発育の姿を観察する」というねらい

であることから、（1）対象物に注意が集中しやすいようナレーター等の登場人物を画

面に含まない構成になっていること、（2）視聴者の注視度の高さを想定して、画面の

変化が少ないまたは穏やかな変化となっていること、（3）生体の変化を示す時などに

は継時カットのように時間的な省略や時間軸の短縮なども必要となるが、その際、意

味を明確にするために「ディゾルブ」などが効果的に使用されていること、などが考

えられた。	

	 一方、「うたってオドロンパ」という番組では、保育内容の領域「健康」「表現（旧

音楽リズム）」を主な対象としており、唱歌やダンス、リズム遊びなどの内容で構成さ
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れている。例えば、ダンスの表現やリズム遊びについては、登場人物の行動を真似た

り、工夫した表現を生み出すなどの行動が視聴者に生じることから、複数の登場人物

や対象物に注意を向ける必要があり、また、登場人物を自分の表現のモデルとしたり、

スタジオの世界を傍観するような視聴スタイルにもなる。また、音楽リズムを楽しむ

ための映像表現の仕掛け等も、就学前児の視聴にとって効果的なものになると思われ

る。そこで、表現技法を見てみると、1 分間あたりの平均カット数が 10.3 回/min.と

他の番組と比較して非常に多い。しかも、そのほとんどは同時カットである。そして、

ショットの種類を構成比としてみると、LS（ロングショット）が多いのも特徴的であ

る。また、ズーム技法について見ると、秒間拡大率については平均+121.3％/sec.、秒

間縮小率については平均-33.3％/sec.であり、参考図からわかるように、他の番組と

変化率が多く、また頻度も多いことがわかる。そこで、これらの結果とこの番組内容

の特徴とを照応して考えると、「しぜんとあそぼ」などとは視聴スタイルが異なること

から、表現技法についても別の役割、効果が考えられた。実際、番組で紹介される音

楽のリズムなどに合わせて、同一空間内での多様なカメラアングルからの短いショッ

トで映像が編集されており、そこに同時カット技法が多用されていた。そのため、こ

のカット技法の多くは、何らかの映像文法的な意味を持つものではなく、映像メディ

アに快活なイメージを持たせるレトリックの役割を果たすものであると考えられる。

例えば、カット技法がもつレトリックに関して、Kraft（1986）は、大学生を対象に、

カット技法を含む映像と含まない映像を見せ、それぞれについて SD 法による印象評価

をさせたところ、カット技法を含む映像の方が興味深く、活動的で、力強く、速いと

評価されることを明らかにしている。ただし、この研究では、対象とした年齢層が本

研究とは異なるため、就学前児についても同様に解釈できるとは限らないが、ここか

らカット技法が、映像内容の印象に何らかの影響を与えることを企図して用いられて

いることも考えられる。この解釈であれば、ズーム技法についての変化率や頻度につ

いても同様の役割を果たすものと考えられる。そして、このような変化の多い映像を
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視聴するにあたっては、クローズアップされた対象や視点変化について理解するため

の全景映像、すなわち理解の起点が必要となる。これは映像学において「エスタブリ

ッシングショット」とよばれるが、その必要性から、この番組のショットの比率のう

ち、LS（ロングショット）が多くなっていることが伺える。言い換えれば、対象の関

係性がわかりやすくなるように配慮されているとみることができる。	

	

3.2.	 本章のまとめと課題	 		

	 以上、第３章では、就学前児教育を対象とした映像メディアの表現技法について検

討するために、表現技法の種類と特徴、効果についての概要についてまとめた。さら

に、幼児向けのテレビ番組を対象に表現技法等の使用状況について分析調査した結果

を報告した。その結果、映像メディアに使用される表現技法について、就学前児にと

って理解が困難になり得る条件等については、これまでの研究によって少しずつ明ら

かにされてきているが、理解を促進するものや意味を明確にするものなど教育的なメ

ッセージ、効果について検討するアプローチはほとんど見られなかった。そこで、NHK

幼児向け教育番組を対象に調査分析したところ、番組のねらいとする保育内容の領域

と視聴スタイルによって、表現技法に様々な配慮が伺えることを明らかにした。また、

映像メディアの表現技法については、映像文法等の意味づけばかりでなく、表現技法

による感性的な効果、すなわちレトリックとしての使用があることも確認した。	

	 これらのことから、今後、映像メディアを教材として使用する上で、また、映像メ

ディア教材を「つくるリテラシー」について保育者に教育する上でも、これら表現技

法について理解すると共に、適切に利用することが重要性であると考える。	
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第４章	 生理学指標による研究手法と教育学研究への利用	

 

4.0.	 要約	 	 	 	

	 第 4 章では、本論文で取り扱う生理学指標による研究手法についての概要とこれま

での関連分野における研究の動向についてまとめた。その中で、就学前児に適用しや

すい生理学指標である「心拍」「瞬目」について注目し、これらの分析方法の特徴と、

生理心理学分野における研究の動向、さらに、教育学分野との学際的研究の動向につ

いて詳述した。特に、前章までに述べられていた就学前児教育における映像メディア

の使用についての研究経緯等をふまえ、視聴場面および理解内容の確認場面を通じて、

その内的状態を分析する方法として、生理反応を用いた時系列による分析のあり方に

ついて検討している。また、就学前児への実験、調査に適した手法と使用条件につい

てもあわせて検討した。	

 

4.1.	 生理学指標による研究手法	

4.1.1.	 神経系の機能別分類と対応する研究手法の概要	

 

	 	 	 	 	 図4-1	 教育学分野に用いられる生理学指標についての分類（寺尾,	2012より引用）	 	
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	 上記の図 4-1 に示すように、生理学指標については、神経系の機能によって「脳」

を中心とした中枢神経系（CNS : Central Nervous System）と、「眼球運動」「自律神

経系」などの末梢神経系（PNS : Peripheral Nervous System）に分類できる。中枢

神経は脳および脊髄で構成され、一方、末梢神経は、体性神経系と自律神経系とに機

能分類される。体性神経系とは、受容器から知覚情報を受け取ったり、運動指令を伝

達したりして、外部環境と作用している神経系をいう。また、自律神経系は、心拍、

呼吸、内分泌系の調節など、内部環境の調整を行っている神経系意識とは無関係に働

いている器官を制御するもので、さらに交感神経系（SNS : Sympathetic Nervous 

System）と副交感神経系（PNS : Parasympathetic Nervous System）に分けられて

おり、身体各器官はこれらの拮抗関係による二重支配で制御されている。 

	 生理学指標を用いた研究について、まず、中枢神経系では、従来、脳を対象とした

研究が進められてきており、これまで脳波および事象関連電位の測定が中心であった

のに対し、近年では、fMRI（機能的磁気共鳴断層撮影）や NIRS（近赤外光脳機能イ

メージング）など、より高度かつ精緻な分析手法が用いられるようになってきている。 

	 一方、末梢神経系については、自律神経系についての身体各部で測定できる様々な

反応を対象に研究が進められてきており、代表的なものでは、心拍や容積脈波、血圧、

呼吸、精神性発汗、筋電位、眼運動などが挙げられる。これらについても、計測機器

や分析手法に発展が見られ、例えば、前述の通り、心拍変動の周波数領域ごとのリア

ルタイム計測や呼吸、脈波の非接触バイタル・センシング技術が開発されている。 

	 その他、生理学指標として、唾液や血液の成分分析による検討も行われている。 

 

4.1.2.	 就学前児を対象とした生理学指標を用いた研究のあり方	

	 このような様々な生理学指標のうち、就学前児を対象とする場合、被験者個人の発

達的特性や測定環境、研究上の倫理などの条件をふまえ、様々な制約を考える必要が

ある。そこで、心理学や教育工学、生理学等、関連する分野の研究法に関する文献や



 

 68 

倫理ガイドラインを参考に、当該分野の研究のあり方について考えてみたい。 

	 第一に、被験者個人の発達的特性についてであるが、就学前児の場合、実験や調査

の目的を十分に理解することは困難であるため、研究者側が企図する条件統制が難し

く、特に、教示に対する反応や時間的なスケジュールについて適切に順応するとは限

らない。そのため、教示を含む発話内容や刺激、課題等については、被験者の発達レ

ベルに応じた工夫、柔軟な対応が求められる。また、生理学指標による測定について

も、コントロールされた条件下の反応と条件外の反応とを区分する他、余裕のある時

間計画を設定する必要がある。なお、被験者との適度なラポール（信頼関係、安心で

きる状況）がその後の安定的な測定にとって重要となることも多い。 

	 第二に、測定環境についてであるが、実験統制を理由に非日常的を設定した場合、

就学前児であれば不安や緊張が生じやすく、本来の測定上の設定条件とは異なる理由

による反応が現れる可能性が高い。そのため、過剰刺激とならない程度に、日常性を

確保することが重要となる。また、測定機器およびセンサーなどに強い関心が向く場

合も多く、本来、注意を向けられるべき課題や刺激に十分な注意が向けられず、研究

遂行が困難になることもある。この場合、特に、身体拘束性あるいは接触感覚の大き

いものについては、実験者の指示によって一時的には回避できることもあるものの、

その後、再び無意識的に機器やセンサー等に注意を向けたり、取り払おうとすること

も実際に見られる。よって、非侵襲的測定法かつ身体拘束性あるいは接触感覚の極力

少ない測定手法を選択する必要がある。 

	 第三に、研究上の倫理に関してであるが、多くの場合、被験者である就学前児が実

験や調査、測定意図などを理解して許諾することは考えにくく、保護者や保育者の理

解と指示のもとに遂行されるはずである。生理学指標の場合、教育学分野で多く扱わ

れてきたテスト法や行動観察法、逐語記録法など以上に、不安や誤解を与えることが

多い。この点については、様々な理由が考えられるが、研究者が意図する目的のデー

タ以上のものが測定、収集されるという疑念を持たれることが考えられる。よって、
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保護者や保育者に対する十分な説明と配慮が必要であり、場合によっては、保護者に

実験や調査に関して体験的に理解してもらう方法も有効である。 

	 その他にも、大人を被験者とした場合とは異なる配慮事項が多くあるが、これらの

事項をふまえて研究の遂行を考える必要がある。 

 

4.2.	 生理学指標によるデータの分析方法の進展		

4.2.1.	 「心拍」を指標とした研究と分析方法	

4.2.1.1.	 心拍の発生メカニズムと特徴	

	 心拍の発生メカニズムについては、心臓を構成する心筋に対し、右心房の上部にあ

る洞結節から規則性の電気刺激が刺激伝導系（洞房結節、房室結節、His 束、プルキ

ンエ線維）を通じて心臓全体に伝わり、収縮、拡張の心拍動をくり返しながら血液を

送り出すとされている。 

	 また、この心拍が正常洞調律（洞結節で発生した電気的興奮が、正しく心房、房室

結節、心室へと伝わり、繰り返されている状態）である場合、個々の心拍間は一定で

は無く、周期的あるいは非周期的に変動することが知られている。これを「心拍変動」

と呼ぶ（林, 1999）。この心拍変動が生じる原因については、心拍の速度が自律神経系

によって制御されることによる。具体的には、心臓のペースメーカーである洞房結節

に対し、交感神経と副交感神経（解剖学的には心臓迷走神経）の２系統による興奮性

および抑制性支配を受けることにより変化が生じる。まず、交感神経が活動する際は、

交感神経の末端から神経伝達物質であるノルアドレナリンが放出され、洞房結節の細

胞上にあるレセプター（β１受容体）が受容し、これによりペースメーカー細胞は発

火して、速い拍動が生じる。一方、副交感神経（心臓迷走神経）が活動する際には、

副交感神経の末端から神経伝達物質であるアセチルコリンが放出され、同じく洞房結

節の細胞上にあるムスカリン受容体が受容し、その結果、ペースメーカー細胞の発火

が抑制され、拍動が遅いものとなる。すなわち、交感神経によって心拍は加速し、副
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交感神経は心拍を遅らせる働きとなる。この原理をふまえ、心拍変動の周期的活動を

分析することにより、自律神経系の状態を把握することができ、その一因としての認

知的負荷やストレスを捉えることができる（堀, 2008、田中, 2013 他）。 

	 そこで、心拍変動の具体的な解析法と、各研究分野における研究動向について以下

に概要を述べることとする。 

 

4.2.1.2.	 	 時間領域分析法（Time	Domain 法）による分析	

	 生理学指標として分析する場合、心電図の R 波について拍動を計測することが多い。

洞結節からの電気刺激については、本来、P 波が相当するとされているが、電位が小

さく、アーチファクトの影響を受けやすいことが知られており（谷・山崎・堀, 2008）、

抽出しやすい R 波で計測されている（図 4-2 参照）。この、R 波の間隔を拍ごとに測定

した値を「RR 間隔（もしくは IBI: Inter Beat Interval）」という。この RR 間隔を

ms 単位で測定し、60,000/ （RR 間隔）ms で、１分間あたりの心拍数に換算したも

のを「瞬時心拍数（Instantaneous Heert Rate Variability）」という。そして、瞬時

心拍数を時系列的に記録したデータを心拍タコグラムという。また、連続した RR 間

隔の差が 50msec を超過する比率（RR50）、さらに、一定区間の RR 間隔の標準偏差

を平均で除した値×100 を RR 間隔変動係数とよび（CVRR：Coefficient of Variation 

of R-R intervals）、医学分野では自律神経検査のうち、副交感神経系の活動指標とし

て利用されることが多い。 

 

 

	

	

	

											図 4-2	 心電図の基本波形	
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4.2.1.3.	 	 周波数領域解分析法（Frequency	Domain 法）による分析	

	 心電図の RR 間隔を時系列的に表したデータをもとに、周期的な変動成分の特徴を

捉える方法である。周波数解析の手法には、高速フーリエ変換法（FFT : Fast Fourier 

Transform）、自己回帰法（AR : Autoregressive）、最大エントロピー法（MEM : 

Maximum Entropy Method）など、様々な方法が従来の研究で使用されてきているが、

これにより、呼吸と同期した周期的活動（0.15～0.4Hz・約 4 秒周期に代表される周

期的活動：HF：High	 Frequency）と、血圧変動と同期した周期的活動（0.04～0.15

Ｈｚ・約 10 秒周期に代表される周期的活動：LF：Low	 Frequency）を捉えること

ができる。この周波数領域解析について生体特性から見る場合、まず、交感神経によ

るノルアドレナリンとβ１受容体による化学反応の速度については、血圧変動に呼応

する周期的活動よりも早い信号変動を伝えることはできないとされている。一方、副

交感神経によるアセチルコリンとムスカリン受容体の化学反応においては、化学変化

が急速に進むため呼吸と同期した周期的活動を伝えることができる（田中, 2013 他）。

この原理から、副交感神経の活性指標として HF、交感神経及び副交感神経の活性指

標として LF、さらに、LF/HF によって交感神経の活性指標と捉えることができる。

図 4-3 は、高速フーリエ変換法による HF、LF の分布例を示したものである。また、

図 4-4 は、最大エントロピー法（Memcalc 法）により HF の変化を時系列で捉え、デ

ータ化される事例である。現在、これら周波数領域の分類データについても時系列に

より変化の傾向を捉える手法が見られており、著者らも試用しているが、今後、その

計算ルールや精度等の公開が期待される。 

	

	

	

	

	 	 	 	 	 図 4-3	 周波数領域解析法による HF,LF 成分の例	(FFT 法による)	 （林（1999）より引用）	
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	 	 	 図 4-4	 周波数領域解析法による HF 成分の時系列変化の例	(Memcalc 法による)		

	

4.2.2.	 「瞬目」を指標とした研究と分析方法	

4.2.2.1	 瞬目の発生メカニズムと種類	

	 「瞬目」すなわちまばたきは、覚醒状態において瞬間的に眼瞼を開閉することを指

し、自分の意思による随意反応の他、外的刺激に対する反射、くしゃみやあくびなど

との協同運動、眼球の湿潤機能、心理的な要因による不随意性反応などがあげられる。 

	 この「瞬目」は誘発刺激の種類とその反応によって「反射性瞬目」「随意性瞬目」「自

発性瞬目」の 3 つに分類することができる。 

	 まず、「反射性瞬目 (Reflex Blinking)」とは、音や光などの突発的刺激など、末梢

刺激に対して反射的に閉瞼する急開閉の瞬目である。刺激の種類によって、視覚性、

聴覚性、感覚性、前庭性に分類される。次に、「随意性瞬目 (Voluntary Blinking)」は 、

意図的に眼瞼を開閉する随意的に行う瞬目である。例えば、片眼だけを閉瞼するとい

うウインクが含まれる。随意性反射では、眼窩部眼輪筋も関与することが多い。反応

に要する時間がほぼ一定で単峰性波形を示すため、随意性瞬目を分離することは可能

とされている。さらに、「自発性瞬目 (Spontaneous Blinking)」は、不随意に起こる

瞬目であるが、反射性瞬目のような明瞭な誘発刺激が認められない反応である。この

自発性瞬目における閉瞼・開瞼運動と時間的随伴性については、眼瞼挙筋の緩やかな

弛緩、眼輪筋の速やかな収縮、完全閉瞼、その後、眼輪筋の速やかな収縮と続き、1

回の瞬目時間長は 300ms 程度であるとされている。その作用として、眼球を潤す作用

の他、心理的作用についても知られている。 
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 	 その他、短時間に連続して発生する「群発性瞬目（Blink Burst）」や、上眼瞼と下

眼瞼が完全に接触しない「微小瞬目（Micro Blinks）」がある。これらについては、計

量的に区分する定義は明確にされていないが、これらについても精神的、心理的な影

響を受けることが多くの実験によって明らかにされてきている（田多・山田・福田, 

1991）。 

 

4.2.2.2	 瞬目の頻度と心理的作用	

	 瞬目の頻度に関する見解は、未だ研究者によって様々で、個人差が大きいという前

提ではあるが、主に幼児では 1 分間に 8〜18 回、成人では 13〜23 回程度であり、加

齢に従って頻度が増加するとされている（星野, 1996）。 

	 上記の瞬目のうち、心理的作用として測定する対象は主に不随意性反応である「自

発性瞬目」と「反射性瞬目」となるが、例えば、集中力を要する状況では減少し、不

安や興奮状態では増加するとされている（塚原・斉藤・田多, 1978）。その他、心理的

な作用として瞬目から解釈可能なものは、瞬目に伴う筋運動が緊張緩和作用となるこ

とや、情動変化のうち、「怒り」「恐怖」が瞬目率の増加に影響するということ（Ponder 

& Kennedy, 1928）、興味の高い刺激に注目する場合に瞬目活動が低下する（Tada, 

1986、山本・片渕・藪内・下倉, 2004、ほか多数）、情報処理中は瞬目活動が低下し、

その刺激の終了や情報処理活動が終了したタイミングで一過性に増加する（Fukuda & 

Matsunaga, 1983）などが挙げられる。特に、視覚刺激に注視する実験では、課題前

休息期と比べると 50％に減少するとされている（山田, 1987）。さらに、実験者統制に

よる実験課題の場合、課題遂行中の瞬目抑制や課題終了後の回復など、一連の実験過

程において差異が生じることで心的負荷の程度を確認できるという知見も見られる

（田多・山田・福田, 1991 ほか）。 

	 なお、「群発性瞬目（Blink Burst）」については、視覚疲労や覚醒水準の低下時に増

加しやすいとされている。また、「微小瞬目（Micro Blinks）」については、視覚認知
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処理において過度に集中している場合に発生することが多いことが、非視覚情報と視

覚情報とを比較した実験の中から明らかにされている（福田, 1990）。その他、外的刺

激によって生じる「驚愕性瞬目（Startle Blinking）」は、刺激の物理的特性のみなら

ず、感情状態等の心理的要因の影響を受けるとされており、特に先行刺激が惹起する

感情が「快」のときには瞬目反射は抑制され、「不快」のときに促進されることが知ら

れている（山田, 2002）。 

4.2.2.3.	 	 EOG 法及び EMG 法による分析	

	 被験者の目の上下左右に電極を装着し、瞬目時と非瞬目時における電位差を測定す

る方法である。このうち、眼球運動にともなって変動する網膜-角膜電位を電極間電位

差として記録するものを「眼電図法（EOG：Electroocurogram 法）」という。また、

眼輪筋と上眼瞼挙筋の収縮、弛緩を電位によって瞬目を捉える手法を「筋電図法

（EMG:Electromyography 法）」という。これらの方法では、生体アンプによる出力

波形が瞬目の運動と直接対応することから、より正確な分析が可能である。ただし、

眼部への電極の装着による違和感や不快感が生じやすいとされる。また、脳波など、

他の測定指標と共に測定することで、アーチファクトが混入しやすいために、例えば、

被験者に対し、「まばたきをしないでください」と教示を行って制御する必要が生じる

場合もある。 

 

4.2.2.4.	 	 動画像解析法による分析	

	 被験者の目を中心にビデオカメラで撮影し、画像データをもとにフレーム単位で上

下眼瞼の変化を分析する方法である。この方法では、被験者に装着する機器は不要で

あるため、被験者への負担を軽減する点で低年齢児には有効である。また、従来、EOG

法や EMG 法と比較してデータ精度が問題視されることがあったが、検証の結果、ビ

デオカメラ記録法と EOG 法と比較した場合、撮影解像度 320×240pixel、フレームレ

ート 30fps（１コマ=1/30 秒）の条件であれば、両方法の合致率が 93.7％であったこ
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とが明らかにされており（大西・大矢・野本 他, 2011）、この条件以上であれば検出

率が高いことが支持されている（小孫, 2007 他、図 4-5、4-6 参照）。また、瞬目のう

ち、「反射性瞬目」「随意性瞬目」との区別については、絶対的な基準は存在しないも

のの、EOG 法による研究知見をふまえると、瞬目時間長および瞬目波形の形状から、

「自発性瞬目」は平均的に 300ms〜400ｍs とされており、完全瞬目時を中心に前部（閉

眼時間）と後部（開眼時間）とを比較した場合には完全閉眼時間が長く、かつ開眼時

間が短いとされる。「反射性瞬目」については、極短時間で完全閉眼時を中心に前後の

瞬目長が均質である場合が多いとされる。また、「随意性瞬目」については、400ms

以上であれば意識的な閉眼の可能性があり、従来、眼電図であれば眼筋収縮の特徴か

ら区別が可能とされている。そこで、動画像解析法では、前後計 14 フレーム以上であ

れば、該当する可能性が考えられる。しかしながら、前述の通り、個人差が大きいこ

ともあり、これまでの研究では、この手法において抽出を検討する試みはあるものの

（大西・大矢・野元 他, 2011）、上記３種を実用的にデータ的に区分する成果は未だ

見られない。ただし、瞬目波形から自動車運転者の覚醒状態を検出するプログラムに

開発に成功した知見が見られる（例：旭化成メディカル株式会社, 2009）ことから、

波形の分類化についても今後の開発が期待できると思われる。 

	 	 	 	 	 	 	 						 		

											図 4-5	 動画像解析法による瞬目波形の測定例	 	 小孫（2007）論文より引用	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 図 4-6	 動画像解析による分析法の一例（Image	J を使用）	
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4.3.	 本論文における生理学指標を用いた研究について		

	 以上の知見をふまえ、本論文では、就学前児にとって身体拘束性あるいは接触感覚

の極力少ない測定手法として「心拍」および「瞬目」を選択し、また、本研究におけ

る映像メディアの視聴環境についても、外的刺激を排除した統制重視の実験室環境で

はなく、被験者の日常生活環境で実施することとした。就学前児を対象とする場合、

実験環境の生態学的妥当性（Brunswik, 1956）への配慮はやはり重要と考えられる。 

	 まず、「心拍」については、前述の通り、近年、心電計の小型化の開発が進んでおり、

ホルター心電計やワイヤレス心電計などの製品が数多く見られる。また、使用する電

極についても、生理学指標として心拍などを測定する用途であれば、低周波数サンプ

リングであっても無線リアルタイム解析に十分対応でき（村越・吉澤・杉田 他, 2009）、

２極程度で十分なデータが得られる。これらによって、就学前児にも測定器具の拘束

性の負担が少なく、また、日常的に自然な環境の中で活動の制限がほとんど無い状態

での測定が可能となる。 

	 また、「瞬目」についても、前述の通り、従来は眼瞼の開閉を正確に測定するために

EOG 法などによる電極を顔面に接触する方法が多く用いられてきたが、装着された電

極への違和感が生じやすく、また、教示による制御も難しいことから、実験や調査の

意図を十分に理解しがたい就学前児には不向きと言わざるを得ない。一方で、瞬目の

もう一つの測定手法として知られてきたビデオカメラによる動画像分析法については、

被験者に測定器具や電極の身体接触が全くないことで負荷がきわめて少ないという利

点はあるものの、動画の解像度など、実験や調査の条件が制約される、問題点があっ

た。本論文における調査については、目前の画面を注視するという状況であること、

査定課題についても注視方向を基本に実施することなどによって、前方からのビデオ

カメラで記録可能であること、また、動画の解像度についてもビデオカメラの技術の

進歩によって、ミディアムショットの撮影であっても十分に眼部を抽出できる。 
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表 4-1	 「生理心理学と精神生理学（日本生理学会学会誌）」における過去 10 年間の関連研究の件数	

 

	 一方、表 4-１は、「生理心理学と精神生理学（日本生理学会学会誌）」の過去 10 年

間の論文及び学会発表（1,168 件）のうち、本論文において取り扱う「心拍」および

「瞬目」について調査したものである。上記のように、全論文数または発表件数に対

して、これら研究手法による件数は比較的少ないと思われる。事実、この差分となる

大半は、前述の通り、脳を中心とした中枢神経系研究の論文である。 

	 しかし、教育学関連分野において、自律神経活動を指標とした研究は安定的に支持

されてきており（吉田・雲井・前迫・小池, 2001）、再現性が比較的高い（大塚・大川, 

1999）ことも知られている。また、瞬目についても、教育学関連分野における研究は

多数存在しており、例えば、小孫・田多（1999）大学生を対象に連立方程式を解答す

る課題を与え、解答時間内の瞬目数について検討している。その結果、解答を困難と

する群（低得点群）において、課題の困難度によって瞬目数に差が生じることを明ら

かにしている。また、解答中に瞬目数が減少していることを見出している。また、前

述の塚原・斉藤・田多（1978）は大学生に複数の映像メディアを連続して視聴しても

らい、その間の瞬目数を測定している。その結果、視聴中は瞬目数が少なくなり、視

聴開始時と視聴終了後に瞬目数が多いことを明らかにしている。さらに、Tada（1986）

は大学生を対象に様々なジャンルの映像メディアを視聴してもらい、関心度の主観的
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評価と瞬目率の関係を調査している。その結果、関心度の高い映像メディアを視聴し

ている場合には瞬目率は低く、逆に関心度が低い映像メディアでは瞬目率が上昇して

いることが明らかにされている。その他、幼児のテレビ番組視聴時に CM が挿入され

た場合、内容が一段落している場合、瞬目の増加率は緩やかであるが、内容が山場で

ある場合、瞬目は急増することを明らかにした研究（澤井・長田, 2010）や、コミッ

クの読書時における視線の停留時間と瞬目の相関について調査した研究（松井・菅

沼 ・スィープラサスック 他, 2014）などが見られる。このように、教育学分野にお

いても学習や認知活動における集中度、没入感など精神的な負荷の状況を瞬目から推

測されることが期待できる。 

 

4.4.	 本章のまとめと課題	

	 以上、第 4 章では、生理学指標による研究手法の特徴と動向について確認し、本論

文における調査対象については被験者が就学前児であることをふまえ、非侵襲的手法

かつ身体拘束性、器具等の接触不快感の少ない条件のものを検討した。その結果、「心

拍」と「瞬目」を指標とすることが望ましいと考えられ、さらに、これらの研究手法

と分析のあり方について検討した。また、日本生理心理学会の論文誌および学会発表

論文において利用される研究手法の動向についても調査し、心拍や瞬目等、末梢神経

系の研究手法が毎年、一定数見られることから、安定的に支持されていると考えた。 
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第５章	 就学前児の映像メディアの使用と理解についての分析的検討	

	

5.0.	 要約	

	 第５章では、就学前児の映像メディアの視聴と理解内容について、テスト法や生理

学指標を用いた実験による多角的な検討を試みた。まず、実験１（森田,	1997）では、

６種の海の生き物が提示される水族館のＣＧ映像を作成し、これを「主観型映像」と

「傍観型映像」の２種の表現形式に編集して、幼稚園４歳児及び５歳児各５０名にい

ずれかを視聴させている。視聴後には「対象理解課題」「（経路）移動理解課題」とい

う２種類の査定を行った。その結果、対象理解課題については、主観型映像の方が傍

観型映像よりも成績が良く、移動理解課題については、傍観型映像の方が主観型映像

よりも成績が良いという結果となった。このように、表現形式によって得点差が見ら

れた理由については、映像内に他者が挿入されることによって、ターゲットへの注意

の向きやすさや、他者の存在による移動という行為情報の認知のしやすさが異なった

のではないかと考えた。しかしながら、この結果については、映像表現だけでなく、

実験時の個人の内的状態をはじめ、教示や評価方法など、さらに検討すべき課題があ

ると考えられた。	

	 そこで、上記についての詳細な検討を試みるために、実験２では、６ターゲットま

たは７ターゲットの動物が提示されるＣＧ映像を作成し、同様に、主観型、傍観型の

２種類に編集したいずれかの映像を幼稚園５歳児６名に視聴させて理解内容を検討し

た。また、視聴時における被験者の内的状態を検討するために、心拍、瞬目を同時測

定し、その変化を時系列データとしてまとめた。	

	 その結果、テスト法については、対象理解課題では、主観型映像群・傍観型映像群

共に６・７ターゲット課題いずれも６名が全問正答であった。一方、移動理解課題で

は、主観型映像群の被験者３人のうち２人が６・７ターゲット課題のいずれかで誤答

したが、傍観型映像群は３人共正答であった。さらに、生理学指標による調査につい
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ては、主観型映像群と傍観型映像群との間に顕著な違いは確認できなかったが、個別

あるいは時系列に見た結果、次のようなデータを確認した。まず、実験用映像の視聴

時については、６ターゲット課題では主観型映像群、傍観型映像群共、心拍は一定で

無く、ゆるやかな周期的変動が生じていることを確認した。また、瞬目では、時系列

的に見た場合、視聴前より瞬目間隔が長い事例を主観型映像群では３人、傍観型映像

群では２人確認し、このうち、20 秒間以上の不発生区間が生じている事例を４人確認

した。次に、７ターゲット課題では、心拍について、主観型映像群のうち２名で映像

視聴開始直後に心拍の上昇があり、一方、傍観型映像群の３人は、ゆるやかな変動で

あることを確認した。瞬目については、主観型映像群、傍観型映像群のうち、それぞ

れ１人ずつに、６ターゲット課題同様、30 秒間以上の不発生区間が生じている事例を

確認した。その他、各課題の取り組み中や前後の時間にも、いくつかの特徴的な変化

を確認した。	

	 これらの結果から、まず、実験１において映像メディアにおける表現技法等の違い

によって理解しやすい内容が異なる可能性を見出すことができた。ただし、実験２の

結果に見られるように、６人という少数の結果から結論づけるには困難であるが、被

験者の認知発達の状況や個人の記憶方略の使用によっては理解可能となるケースもあ

ることも考えられた。そのため、今後、映像メディアの表現技法等の違いのみならず、

被験者の認知発達や映像メディアの視聴経験、教示のあり方などを含め、さらに詳細

な条件による検討が必要であると考えている。	

	 また、生理学指標のデータから、映像視聴時に心拍の変化が見られたことや瞬目間

隔が比較的長い区間があったことなど、いくつかの特徴的な変化を確認したが、これ

らの意味については先行研究でも多様な解釈があるため、一義的な説明は困難である。

しかし、このデータを併用することで、テスト法の結果のみならず、映像視聴時やテ

スト時における回答過程について詳細に検討できる可能性があると判断した。	
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5.1.	 本章の目的	

	 前章までの様々な分野における先行研究の概観より、就学前児のメディア視聴や理

解、教育利用に関する検討課題は数多く存在することを明らかにした。そこで、今後、

映像メディアの教育利用と効果を考える上では、当然ながら、メディアそのものの性

質のみならず、そこから理解できる内容によって適否が判断されるべきである。この

ことから、映像メディアの内容や表現について様々な条件をもとに適切性が比較検討

されなければならない。その基礎的知見として、まず、どのような映像情報が就学前

児に認知されやすいのかを検討するべきであると思われる。 

	 そこで、映像メディアに関する様々な検討課題や比較要因のうち、就学前児の映像

メディア利用について検討すべき内容として、本章では、映像メディアへの「没入感」

と理解の特徴について注目し、これを映像メディアの表現技法の観点から実験的に検

討するために、「主観型映像」と「傍観型映像」という２つの条件を設定し、比較する

こととした。この実験の目的とねらいを、前章までに明らかにしてきた就学前児と映

像メディアに関する検討課題等を参考に、関連知見と共に以下に詳述する。 

・映像メディアへの「没入感」について	

	 「没入感（Immersion）」とは、利用者が映像世界の中に入り込んでいるかのような

感覚を得られることを意味しており、映像メディアの利用形態の１つであるバーチャ

ルリアリティの分野でも重要な構成要素の１つであると考えられている（小木, 1999）。

この映像メディアにおける「没入感」の考え方は、関連する分野でもこれまでに検討

されてきており、第２章２節の４で示したように、没入感についての測定指標が検討

されたり、さらには、映像メディアの利用形態の１つであるナビゲーション開発の研

究分野において、没入感が高い状態での映像酔いやストレスが生じる諸要因について

検討されている。 

	 一方、乳幼児の映像メディアの視聴による没入感については、研究成果に基づいて

明確に言及されたものはこれまでに見られない。しかし、映像メディアに対し、いわ
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ゆる「見入る」という行動については、全ての子どもに当てはまる現象とは言えない

ものの、エピソードや可能性として多く知られている現象である（例：日本小児科学

会, 2004 他）。この点について、映像メディアの上記のような表現技法の違いをもと

に、視聴時における内的状態を含め、詳細に検討されたものは現状では見られない。 

・「主観型映像」と「傍観型映像」について	

	 次に、前述の「没入感」に関連して、映像メディアの表現技法による感覚の違いと

理解のしやすさについて考えてみたい。映像メディアが他のメディアと異なる特性と

して、第３章で述べた通り、ヒトの日常知覚に近似しているという点を挙げることが

できる。このことから、映像メディアの表現内容がヒトの知覚により近似したもので

あるほど、理解しやすくなる可能性を考えることができる。そこで、この点に該当す

る知見として、映像学分野で知られている「主観型映像」の理解特性を挙げてみたい。

「主観型映像（point of view shot）」とは、「映画などで、登場人物の視点で撮影され

た映像。登場人物の視界を視聴者が共有できるため、現実感があり、迫真性が高い（デ

ジタル大辞泉）」とされている。この映像表現の考え方は、映画が登場した 1896 年よ

り知られており（Clair, 1970）、後に映画制作の創始者とされる Griffith が映像技法を

取り入れるまで、定型的な表現であったとされている。また、幼児向けテレビ番組を

制作する上で考慮すべき点として、NHK で幼児向け教育番組の制作に携わった浜野・

平井出（1980）は、「幼児が自分の目で見ているような映像を提示することが望まし

いように思われる。（中略）カメラが幼児の目の代わりをするわけである。」と説明し

ている。 

	 一方、その対比的表現として説明されるのが「傍観型映像（point of bystander shot）」

である。福島・平山（2006）は、鑑賞者に主体性を求めない映像を「傍観型映像」と

呼んでおり、映像メディアの臨場感等によって、主体性を持つ形の視聴スタイルとは

区別している。また、「傍観者」という言葉の定義については、「傍らで見る者。参加

しない者（大辞林）」とされており、このことから映像メディアの視聴において、映像
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に対して「参加しない（しにくい）意識」によって、対比条件が成立すると考えるこ

とができる。そこで、前述のカメラアイとの一体感を伴う条件を「主観型」として対

比的に条件設定するのであれば、傍観型の条件として「第一人称となる存在が視聴者

以外に存在すること」すなわち他者の存在を意識することになるわけである。 

・「対象理解」と「移動理解」について	

	 次に、我々は、映像メディアから何を理解するのかについて考えてみたい。一般的

に、映像メディアから理解する情報とは、「映像内に何が映し出されているのか」、す

なわち「対象（ターゲット）の理解」が第一義的であると思われる。しかしながら、

これに加え、第３章で説明したように、映像メディア独自の特性として、日常的な知

覚に対して時間軸・空間軸を変容させて表現し、そこからさらに様々な情報を理解で

きる可能性がある。例えば、映像技術の発展により、ヒトの知覚特性を利用したり、

ＣＧを利用した表現技法等で、映像から３次元情報を理解できるものが登場し、これ

が映像教材をはじめ、ゲーム、ナビゲーション機器等に利用されている。このうち、

ナビゲーションの映像を見るとき、景観やランドマーク、指示標識と共に、移動方向

や速度感覚をオプティカル・フロー（流動パターン表現）によって空間として捉え、

そこから位置関係や移動情報などを理解できる（中島, 1996）。また、ルート検索や早

送り表示によって、移動経路を時間の流れが短縮された形で時系列的に理解すること

もできる。このように、映像メディアからは、対象物以外にも多様な情報を理解する

ことができる。 

	 以上、前章までの関連知見をふまえ、本章では、就学前児が映像メディアを通じて

様々な内容を理解する状況を上記の比較条件をもとに構成し、実験的に検討すること

とした。 

	 具体的には、幼稚園４歳児および５歳児に、横２×縦３部屋で日常的視点のウォー

クスルー形式で表現される水族館の CG を制作し、さらに上記の知見をふまえ、（a）

主観型映像：カメラアイと視聴者が同一視されるもの、（b）傍観型映像：映像内に先
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導する他者を挿入して傍観的に表現されるもの、の２種に編集加工して、これらの理

解のされ方について比較検討する。視聴後には、（1）対象理解課題、（2）移動理解課

題についてテスト法による査定を行う。 

	 また、就学前児の映像メディアの内容理解に関して、従来の研究において近接年齢

間での理解差が認められていることから（Smith, Anderson, & Fischer, 1985、

Anderson & Collins, 1988）、本研究でも就学前児教育の主たる対象となる４歳児と５

歳児について比較検討する。 

・予想される結果	

	 予想される結果としては、主観型映像が、就学前児にとっても没入感が高く、映像

に表現される内容への参加意識が持ちやすいものならば、映像内に示される対象、す

なわちターゲットの理解も優れており、また、経路移動など多様な理解にも適してい

るという考え方となりうる。したがって、対象理解課題、移動理解課題共に、主観型

映像の方が傍観型映像よりも両テストの得点が高くなることも考えられる。また、４

歳児と５歳児との間については、近接年齢間での理解差が認められている先行研究の

知見をふまえ、本実験においても理解差が生じるものと予想している。 
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5.2.	 就学前児の映像メディア視聴による理解内容についての検討（1）	

5.2.1.	 本実験の目的	

	 本実験の目的は、就学前児が映像メディアの視聴により内容を理解する際、映像表

現の種類や年齢差によって差異が見られるのかを明らかにすることである。	

5.2.2.	 方法	

実験計画：２×２の要因計画が用いられた。第一の要因は、映像の種類(主観型映像・	

	 傍観型映像)であり、第二の要因は、年齢(4・5 歳児)である。両者とも被験者間要	

	因である。	

被験者：公立幼稚園 4 歳クラス児・5 歳クラス児	 各 50 名、合計 100 名	

	 平均年齢は、4 歳クラス児が 5 歳 1 か月、5 歳クラス児が 6 歳 2 か月である。	

材料：①実験用映像 2 種(主観型映像、傍観型映像)	②ビデオデッキ、③テレビモニタ、	

	 	 ④対象理解課題用パネル、⑤移動理解課題用ミニチュアモデル	

	 	 なお、実験用映像（傍観型映像）の例を図 5-1、対象理解課題を図 5-2、移動理解	

	 	 課題を図 5-3 に示す。	

	 	 本研究の実験用映像には、実験的検討の要因統制を考慮して、CG を用いたオリジ	

	 ナルアニメーションを作成した。内容は、ある水族館の入り口に立ったシーンより	

	 展開される。水族館の内部は 6 部屋で構成されており、各部屋に一匹ずつ海の生き	

	 物(たこ、いか、たい、ふぐ、さめ、かに)がいる水槽がある。その館内を巡覧する	

	 という映像である。なお、この映像は日常的に知覚される視点より表現され、壁面	

	 などは過剰な刺激とならないよう、線画として最小限に表現されている。この映像	

	 を基に、そのままでカメラ・アイと自分の視点を同一視させることにより、あたか	

	 も自分が見ているかのように映し出される「主観型映像」と、さらに映像内に他者	

	 を挿入し、他者視点及び存在を考慮して見る形式となる「傍観型映像」に編集した。	

手続き：実験は個別に実施した。被験者を実験用個室に誘導し、名前を尋ねた後、	

	 各群の特性に応じて次のような教示を行った。	
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	 主観型映像群:	「これから『すいぞくかんへいこうよ』というテレビを見ようね。	

	 ○○ゃん(被験者名)水族館って知ってるかな。これは○○ちゃんが、テレビの中の	

	 水族館に入っていくというお話だよ。水族館に入ったら、どこのお部屋に、どんな	 	

	 海の生き物がいたか、よく見ていてね。」	

	 傍観型映像群:	「これから『すいぞくかんへいこうよ』というテレピを見ようね。	

	 ○○ちゃん(被験者名)水族館って知ってるかな。このお話にはケンタ君(登場人物	

	 名)という子が出てくるんだ。そのケンタ君がこれから水族館に入っていくんだけど、	

	 ケンタ君がどこのお部屋で、どんな海の生き物を見ていたか、○○ちゃん、よく見	

	 ていてね。」	

	 教示内容が理解を被験者の応答によって確認した後、各実験群に応じた実験用映像	

	 を視聴させた。実験用映像の提示が終了した後、以下２種の査定を行った。	

	 対象理解課題：対象理解課題用提示パネルを提示し、「さっきの水族館で見ていた	

	 海の生き物はどれかな。出てきたもの全部を指でさして教えてください。」という	

	 教示を行い、指さし法によって被験者に回答させた（図 5-2 参照）。	

	 移動理解課題：移動理解課題用ミニチュアモデルを被験者の前に提示し、「これは、	

	 さっきの水族館のおもちゃです。ここが入り口だよね(実験者が指示する)。どんな	

	 順番でお部屋を回っていったのかな。このお人形を使って教えてね。」という教示を	

	 行い、被験者に人形を渡し、それをミニチュアモデル内で動かして回答させた。	

	 ただし、無答の場合に限り、一過程目のみ教習過程として回答方法を教示している。	

	

	

	

	

図 5—1	実験用映像の例（傍観型）	 	 図 5-2	 対象理解課題	 	 	 	 図 5-3	 移動理解課題	

	



 

 90 

5.2.3.	 結果と考察	

・対象理解課題		

	 本課題では、指さし法による回答のうち、正答１種に対して 1 点を与えた。ただし

７種以上を回答した場合、過剰回答分を正答数を上限に減点した。したがって、ター

ゲットは６種であるため、最高得点は 6 点となる。表 5-1 は、本課題の平均得点を示

したものである。	

	 この結果をもとに、視点の種類及び年齢をそれぞれ被験者問要因とする２×２の分

散分析を行った。その結果、視点の種類の主効果が、F(1,96)	=	19.88、p<.001 で有

意差があった。また、年齢の主効果が、F(1,96)	=2.91、.05<p<.10 と有意な傾向が見

られた。しかし、映像の種類と年齢との交互作用は有意ではなかった。	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 5—1	 対象理解課題の成績の平均得点（標準偏差）	 	 	 	 	 		 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 主観型映像		 	 	 	 	 	 傍観型映像	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 4 歳児														4.80（1.29）					 	 	 	3.24（2.03）	

	 	 5 歳児														5.12（1.05）						 	 	 3.96（1.43）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

・移動理解課題		

	 本課題では、映像内における移動経路の理解を確認するために、ミニチュアモデル

内で人形を動かすという方法で回答を求めた。したがって、部屋ごとの１移動につい

て正答には１点を与え、誤答については１点を減点した。なお、逆行、往復移動など

については重複加点は行わないものとした。したがって、最高得点は 6 点となり、下

限を 0 点として評価した。表 5-2 は、本課題の平均得点を示したものである。	

	 この結果をもとに、映像の種類及び年齢をそれぞれ被験者問要因とする２×２の分

散分析を行った。その結果、映像の種類の主効果が、F(1,96)=17.58、p<.O1 で有意で

あった。また、年齢の主効果が F(1,96)	=4.93、p<.05 と有意であった。しかし、視点

の種類と年齢との交互作用は有意ではなかった。	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 5-2	 移動理解課題の成績の平均得点（標準偏差）	 	 	 	 	 		 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 主観型映像		 	 	 	 	 	 	 傍観型映像	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 4 歳児														2.32（2.93）													4.88（2.32）	

	 	 5 歳児														3.92（2.43）													5.44（1.69）	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

	 以上、当初の予想とは異なり、主観型映像、客観型映像という映像メディアの表現

の違いによって、２種類の課題（対象理解課題、移動理解課題）の成績に差が見られ

る結果となった。また、近接年齢間の理解差については、本実験でも確認された。 

	 これらの理由について、（1）対象理解課題におけるターゲット（海の生き物）の理

解については、主観型映像の場合、注視対象が単一のために注意がターゲットに向き

やすいが、傍観型映像の場合、被験者の注意がターゲットと挿入されている他者とに

分散し、なおかつ他者が常時提示されていることから他者への注視が多くなるため得

点が低くなったこと、（2）移動理解課題については、傍観型映像の場合、他者による

移動という運動（あるいは行為）への認知のしやすさと、ターゲット間を含む映像へ

の注意の持続性から傍観型映像の方が高い得点であったこと、などが考えられた。な

お、近接年齢間の理解差については、本実験の結果でも見られたことから、就学前児

の場合、認知的な発達差の影響を受けやすいことが考えられ、また、就学前期の発達

には個人差が生じやすいことを含めて考えると、同一年齢間でも理解の程度が異なる

ことに留意すべきであることを確認した。 

	 ところで、（1）対象理解課題については、幼児期の記憶スパンに関する一般的な知

見（例：Gathercole, 1999）をもとに６種で実験映像を作成していたが、実際には高

得点者が多く、一方で、過剰数回答による減点も多かったことから、ターゲット数が

増えた場合について認知的な負荷が異なるのかを内的状態と共に検討することなどが

課題としてあげられた。また、（2）経路移動については、行為への注視だけでなく、

ターゲットの系列的な理解に基づく回答であった可能性も考えられた。さらに、主観



 

 92 

型映像において、迷いながらの重複移動による減点や、（便宜的に）最短ルートを選択

する回答なども見られたことから、実験映像を視聴する段階で教示に関わらず移動理

解課題が意識され難かったことも考えられる。そこで、次節では、上記の結果をふま

え、6 ターゲット課題のみならず７ターゲットの課題を追加して検討する。また、映

像視聴時やテスト時に生体に生じている内的状態を検討するため、心拍および瞬目の

データを測定し、これらを併せて検討する。 

 

5.3.	 就学前児の映像メディア視聴による理解内容についての検討（2）	

5.3.1.	 本実験および調査の目的	

	 本実験の目的は、実験１での検討課題をもとにさらなる実験を行うと共に、同条件

における生理学的データ（心拍、瞬目）を同時測定し、映像視聴時やテスト時等にお

ける被験者の内的状態を併せて検討することである。 

5.3.2.	 方法	

実験計画：２：（２種類の表現が異なる映像；主観型映像・傍観型映像） 

被験者：幼稚園５歳児	 ６名（年齢範囲：5 歳 5 か月〜6 歳 3 ヶ月）	

材料：①実験用映像４種（主観型映像・客観型映像かつターゲット６種・７種；図 5-4	

	 参照）、②DVD プレーヤー、③テレビモニタ、④対象理解課題（図 5-5 参照）、	

	 ⑤移動理解課題（図 5-6 参照）	

	

	

	

	

	

	

	 図 5-4	 実験用映像の例（主観型）	 	 図 5-5	 対象理解課題	 	 	 図 5-6	 移動理解課題	
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なお、生理学指標については、以下２種の機器及びソフトウェアを使用した。	

（1）心拍データ：心拍測定用ワイヤレス生体センサー「RF-ECG」（マイクロ・ 

	 メディカル・デバイス株式会社製：図 5-7 参照）、およびデータ分析ソフトウェア 

	 「MemCalc/Bonaly Light」（GMS 株式会社製：図 5-8 参照） 

（2）瞬目データ：ビデオカメラ（JVC 社製 GZ-F100）、動画像解析ソフトウェア 

	 （「Adobe Premire Element12（Adobe 社製）」） 

                     
図 5-7	 ワイヤレス生体センサー「RF-ECG」	 	 	 図 5-8	 分析ソフト「MemCalc/Bonaly	Light」	 	 	 	 	 	

	

手続き:実験開始時に被験者に実験趣旨に関する内容を平易な表現で説明し、同意を 

	 得た上で、ワイヤレス生体センサーの電極を所定の部位に装着した（図 5-6 参照）。 

	 なお、電極の装着にあたっては、皮膚の接触抵抗を下げるため、アルコール塗布、 

	 角質除去剤（日本光電製）２種の製剤を使用して前処理を行っている。装着と動作 

	 状況を確認した上で、瞬目測定用ビデオカメラ、心電図を起動させてから、次の通 

	 り、前節の理解度テストの実験と同義となるよう、以下の教示を行った。 

主観型映像群:「これから、おうちの中を探検するビデオを見てもらいます。いろんな	

	 お部屋に動物が出てきます。どっちのお部屋に入って、どんな動物がいたか、あと	

	 で聞くので、よく見ていてくださいね。」	

傍観型映像群:「これから、ケンタ君という男の子がおうちの中を探検するビデオを見	

	 てもらいます。いろんなお部屋に動物が出てきます。ケンタ君はどっちのお部屋に	

	 入って、どんな動物を見ていたか、あとで聞くので、よく見ていてくださいね。」 
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	 その後、実験用映像を視聴してもらい、終了後、次の２種の課題に取り組んでもら

った。なお、実験および調査状況は図 5-7 の通りである。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 図 5-6	 生体センサー装着の様子	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 5-7	 実験および調査の状況	

	

5.3.3.	 結果と考察	

5.3.3.1.	 テスト法の結果について	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 5-3	 テスト法の結果 

 

	 まず、テスト法による実験結果を表 5-3 に示す。なお、点数評価は、対象理解課題

については１ターゲットにつき１点とし、移動理解課題については、正答の１移動に

つき１点とした。この実験については、被験者が６名であることから、前節のように

平均値に基づく比較検討をするにはサンプル数が少ないため、明確に結論づけること

はできないが、回答結果から次のことを確認した。まず、対象理解課題については、

ターゲット６種、７種課題共に主観型映像、傍観型映像共に全て正答であった。一方、

移動理解課題については、主観型映像で２名に誤答を確認した。これらの結果から、

対象理解課題については、ターゲット数に関わらず、主観型映像・客観型映像の違い

による理解の差異はテスト法からは確認できなかった。一方、移動理解課題について

は、主観型映像にのみ誤答が見られたことから、主観型映像は傍観型映像と比較して

対象以外の情報に注意を向けることが比較的難しいという可能性を推測した。 
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5.3.3.2.	 生理学指標による測定結果について	

・心拍データについて	

	 表 5-4 は、本調査における各被験者の実験前および実験中の平均の心拍数について

まとめたものである。このうち、平常時の平均心拍数は、調査開始から１分間の平均

心拍数である。一方、実験時平均心拍数は、全実験時間（教示開始〜全課題終了）に

おける平均心拍数である。この結果から、傍観型映像の被験者③以外は、全て平常時

よりも実験時の平均心拍数がほぼ同じ、またはやや高い値であることを確認した。な

お、平均心拍数の個人差が大きいことについては、就学前児の場合、特に体格差との

関連があり、小児に関しては、体格が小柄であると心拍数が早いことが多いとされる

（橋本・川崎・菊池・内山, 1996）。 

	

表 5-4	 	 本調査におけるの各被験者の平均心拍数（beat/min） 

 
	

	

・瞬目データについて	

	 表 5-5 は、本調査におけるの瞬目数および瞬目率を示したものである。本調査では、

「瞬目率」と時系列的に示される「瞬目頻度」を後述のデータとして採用している。

これらの結果から、主観型映像群、傍観型映像群の間に顕著な差は見られなかったが、

個別のデータから被験者の様々な内的状態をうかがい知ることができる。その詳細に

ついて、心拍データと共に次項より説明する。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 *1・・・以下、図表内において対象理解課題については、「再認課題」と略記する。 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 5-5	 	 本調査におけるの瞬目数および瞬目率	   
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・各被験者の時系列分析データについて	

	 本調査における各被験者の生理学指標についての時系列データをグラフ化し、その

変化の傾向をまとめている。図 5-8 は主観型映像群・６ターゲット課題について、図

5-9 は傍観型映像群・６ターゲット課題について、図 5-10 は主観型映像群・７ターゲ

ット課題について、図 5-11 は、傍観型映像群・７ターゲット課題についての時系列デ

ータである。これらの結果から傾向を確認する。 

	

（1）主観型映像群・６ターゲット課題について（図 5-8）	

	 映像視聴時では、平均心拍数が被験者３人とも平常時の平均心拍数よりも全体的に

やや高値で推移しているが、変動傾向には個人差が見られる。また、瞬目頻度につい

ても発生箇所が個人によって異なっているが、一部には心拍の推移に対応していると

推測される箇所もある。 

	 個別にみると、被験者①は、映像視聴中に心拍数の大きな変動は見られず、また、

瞬目についても、前半はコンスタントに発生していた。したがって、初期値との比較

からも、導入時は精神的な負荷があまり高くないものであったと推測した。次に、被

験者②は、映像視聴中にゆるやかな心拍の変化が見られたのに対し、瞬目は発生して

いなかった。一方、被験者③は、映像視聴中の中盤で心拍数が上昇し、約６秒後に低

下している。この低下の直後に瞬目が連続的に発生している。この部分については、

ターゲットまたは移動方向の認識に関して何らかの精神的な負荷が生じた可能性を推

測した。ただし、その後のテスト法では全問正答できている。その他、被験者３人に

ついて、いずれも課題間のレストの状態において心拍数に変化が見られた。なお、レ

ストの時間の個人差については、実験者による記録に必要な時間に加え、実験への取

り組みに集中してもらえない際の促しや、被験者の自発的な発話や行動などにより生

じるものである。就学前児を被験者とした場合、このような個人差が生じることは比

較的多い。 
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主観型映像	 被験者①	

 
主観型映像	 被験者②	

 

	

	

	

	

	

	

主観型映像	 被験者③	

	

	

	

	

	

	   

 

	 	 	 	 図 5-8	 主観型映像群（３名）の生理学指標データ（赤：心拍、青：瞬目数）	
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（2）傍観型映像群・６ターゲット課題について（図 5-9）	

	 映像視聴時については、被験者３人共にゆるやかな心拍数の変化が生じている。瞬

目については、個人差が大きいが、被験者①、②には、比較的長いと思われる不発生

区間を確認した。個別に見ると、被験者①については、平常時の平均心拍数

（103.98beat/min））よりも全体的にやや高値の傾向にある。この中で、心拍数が低値

に変化した後に瞬目が発生している部分がある。例えば、Tada（1986）の解釈に従え

ば、視聴内容に対し、何らかの意味的な区切りを捉えたことなどが考えられる。被験

者②については、視聴開始 10 秒後、短い瞬目が発生した後、不発生の状態が続いてい

る。その間の心拍数にはゆるやかな上昇が見られるが、全体的には実験時平均心拍数

（103.64beat/min）に近い値である。被験者③については、瞬目が全体的に多く、瞬

目数や瞬目感覚からから時系列的な精神的特徴の変化を推測することは難しい。なお、

心拍数については、ゆるやかな変動が認められる。 

	 一方、その後のテスト法に関する部分については、次のような変化があった。まず、

映像視聴終了後から対象理解課題開始の間のレストの部分で、被験者３人共に心拍の

上昇が見られた（被験者①108.6→123.2 beat/min、被験者②98.5→107.3 beat/min、

被験者③78.7→91.1 beat/min）。このような変化は、主観型映像群では見られなかっ

た。この間は、対象理解課題用パネルを提示して回答を指示する部分に相当する。た

だし、これらは教示のタイミングと厳密に合致するものではなかった。そのため、そ

の後の対象理解課題に対する通常の精神的な負荷が生じているものと考えた。また、

瞬目については、対象理解課題において、被験者①には全く見られなかった。ただし、

テスト法の結果については全問正答している。また、被験者②については、映像視聴

時と比較すると、瞬目数は増加していることを確認した。被験者③については、前述

同様、瞬目数が多いため推測が難しいが、映像視聴時とテスト法の時とで瞬目率にほ

とんど差がないことを確認できた。 
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傍観型映像	 被験者①	 	

	

 

 

 

 

 

 

傍観型映像	 被験者②	

	   

	

	

	

	

	

	

傍観型映像	 被験者③	

	 	 	  

 

 

 

 

 

 

	 	 	 図 5-9	 傍観型映像群（３名）の生理学指標データ（赤：心拍、青：瞬目数） 
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（3）主観型映像群・７ターゲット課題について（図 5-10）	

	 ７ターゲット課題は、６ターゲット課題の終了後に行っていることから、状況が異

なる点として、課題の内容を想定して映像を視聴できることが挙げられる。 

	 まず、映像視聴時については、被験者３人それぞれに変化の様相は異なるが、６タ

ーゲット課題時とは異なるデータの変化を確認した。個別に見ると、被験者①につい

ては、視聴開始時には瞬目が見られず、また、一時的に比較的大きな心拍数の上昇が

認められた。その後、映像の後半になって瞬目が発生し、心拍数も低下していた。被

験者②については、瞬目が瞬目率 4.8 回/min で発生しているが、心拍数については短

時間でやや大きな変化を繰り返している。被験者③については、心拍数は短時間のゆ

るやかな変化が見られるが、瞬目は再認課題後のレストまでの間、１回のみであった。 

	 次に、テスト法に関する部分について、個別に異なる変化が見られることを確認し

た。まず、被験者①については、対象理解課題の開始時に瞬目が発生しているが、そ

の後、課題終了までの間は見られない。また、心拍数については、開始時から課題終

了後のレストまでの間、ゆるやかに上昇している。その後、レスト時には一度低下し

ており、再び移動理解課題に向けて上昇し、課題開始後から課題終了までの間ゆるや

かに低下し続けている。被験者②については、対象理解課題の前半は、実験時の平均

心拍数に近い値の推移であったが、後半から比較的大きく上昇している。その後、レ

ストの間に低下している。また、レストの間に瞬目が瞬目率 33.3 回/min の頻度で発

生している。被験者③については、瞬目が対象理解課題中に２回、移動理解課題中で

は０回と少ないが、その間のレストでは瞬目率 24 回/min で発生している。また、心

拍数については、対象理解課題終了時に一時的な上昇が見られるが、その他の区間で

は、大きな変化は確認できなかった。 
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主観型映像	 被験者①	

 

 

 

 

 

 

 

主観型映像	 被験者②	

	

	

	

	

	

	

	

主観型映像	 被験者③ 

 

 

 

 

 

 

	   

	 	 	 	 	 図 5-10	 主観型映像群（３名）の生理学指標データ（赤：心拍、青：瞬目数） 
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（4）傍観型映像群・７ターゲット課題について（図 5-11）	

	 傍観型映像群についても主観型映像群と同様に、７ターゲット課題は、６ターゲッ

ト課題の終了後に行っていることから、課題の内容を想定して映像を視聴できる。 

	 まず、映像視聴時については、被験者３人共に、実験時平均心拍数に近い値で大き

な変化なく推移している。瞬目についても、個人内で６ターゲット課題と比較すると

大きな違いは見られなかった。 

	 次に、テスト課題に関する区間では、心拍については、映像視聴時と同様に、実験

時平均心拍数に近い値で大きな変化は見られなかった。一方、瞬目については、被験

者個別に異なるが、発生部分に偏りが見られた。この点について個別に見ると、まず、

被験者①については、対象理解課題開始時には瞬目は発生していないが、課題終了前

については発生していた。また、その後のレストの間では瞬目率 25.0 回/min で発生

しているが、移動課題時には減少している。次に、被験者②については、対象理解課

題では開始時に瞬目が発生しているが、その後、課題終了からレスト時までには発生

していない。しかし、移動理解課題時には、前半を中心に 15.0 回/min の頻度で発生

している。さらに、被験者③については、６ターゲット課題時同様に、瞬目が非常に

多いため、瞬目回数や瞬目率から特徴を検討することは難しいが、映像視聴時と比較

すると、対象理解課題時および移動理解課題時共に、若干であるが瞬目間隔が大きく

なっていることが伺える（映像視聴時 32.0 回/min→対象理解課題時 13.1 回/min、移

動理解課題時 17.5 回/min）。 

	

・生理学指標による検討のまとめ 

	 以上の結果から、映像視聴時および実験課題時に生理学指標を用いた調査を行うこ

とにより、実験遂行中およびその前後の過程で、被験者の内的状態について推測する

ことができた。ただし、生理学指標のデータに対する解釈ついては、多数の先行研究 

にも指摘されるとおり、一義的な結論に導くことは難しい。そのため、心拍、瞬目そ	



 

 104 

傍観型映像	 被験者①	 	

	

	

	

	

	

	

	

傍観型映像	 被験者②	

	 	   

 

 

 

 

 

 

傍観型映像	 被験者③	

	 	 	  

 

 

 

 

 

 

	 	 	 図 5-11	 傍観型映像群（３名）の生理学指標データ（赤：心拍、青：瞬目数） 
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れぞれの変化の傾向から精神的な負荷が生じている可能性を考えることとなる。 

	 主な結果としては、第一に、映像メディアの視聴時については、６ターゲット課題

では主観型映像群、傍観型映像群共、心拍は一定でなく、ゆるやかな周期的変動が生

じていることを確認した。また、瞬目では、瞬目間隔が長い事例を主観型映像群では

３人、傍観型映像群では２人確認し、このうち、30 秒間以上の不発生区間が生じてい

る事例を主観型映像群で１人、傍観型映像群で１人確認した。次に、７ターゲット課

題では、心拍について、主観型映像群のうち２名で映像視聴開始直後に心拍の一時的

な上昇があり、一方、傍観型映像群の３人は、６ターゲット課題同様、ゆるやかな変

動であった。瞬目については、主観型映像群、傍観型映像群のうち、それぞれ１人ず

つに、６ターゲット課題同様、30 秒間以上の不発生区間が生じている事例を確認した。

これらの結果については、テレビ視聴時における精神的な負荷の変化について大人を

対象とした先行研究の結果（塚原, 1978、Tada, 1986 他）と合致するものであり、就

学前児においても同様の変化が見られることを明らかにできた。 

	 第二に、テスト法による課題遂行中やその前後のレストの時間帯について、個別に

傾向は異なるが、変化や発生の比率から精神的な負荷が生じている可能性を推測でき

た。前述同様、一義的な解釈はできないが、例えば、テスト法の結果について検討す

る際、教示や解答過程における内的状態の変化から、その結果に至った理由を推測す

ることも可能である。今回の実験では、移動理解課題において、主観型映像群の２名

に誤答が見られたが、そのうち、７ターゲット課題の被験者②については、課題前の

レスト時に心拍、瞬目共に何らかの変化があることを確認できる。今回、被験者が就

学前児であることからインタビューは行っていないが、例えばであるが、「前の課題に

ついて確信が持てない不安を感じたのではないか」や「次の課題を予期して緊張した

のではないか」などと考えることもできる。このように、テスト法の結果に見えない

被験者の内的状態を理解する上で有益な指標になり得るものと考えた。 
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5.4.	 第５章のまとめと今後の課題	

	 以上、第５章では、就学前児が映像メディアを通じて様々な内容を理解する状況を

前章までの問題提起をもとに比較条件を構成して、実験法により検討した。	  

	 まず、実験１では、６種の海の生き物が提示される水族館のＣＧ映像を作成し、こ

れを主観型映像と傍観型映像の２種の表現形式に編集して、幼稚園４歳児及び５歳児

各５０名にいずれかを視聴させている。視聴後には、対象理解課題、移動理解課題と

いう２種類の査定を行った。その結果、対象理解課題については、主観型映像の方が

傍観型映像よりも成績が良く、移動理解課題については、傍観型映像の方が主観型映

像よりも成績が良いという結果となった。このうち、表現形式によって得点差が見ら

れた理由については、映像内に他者が挿入されることによって、ターゲットへの注意

の向きやすさや、他者の存在による移動という行為情報の認知のしやすさが異なった

のではないかと考えた。しかしながら、この結果については、映像表現だけでなく、

実験時の個人の内的状態をはじめ、教示や評価方法など、さらに検討すべき課題があ

ると考えられた。	

	 そこで、上記についての詳細な検討を試みるための追実験として、実験２では、幼

稚園５歳児を対象に、上記と同条件となる日常的視点のウォークスルー形式で表現さ

れる室内型動物園の CG を作成し、これを（a）主観型映像（b）傍観型映像の２種に

編集して、これらのいずれかを視聴させた。なお、映像内に６ターゲットの動物が提

示される映像と、７ターゲットの動物が提示される映像を用意し、これらの違いによ

る検討も行った。視聴後には、（1）対象理解課題、（2）移動理解課題、という２種類

のテスト法による査定を行い、さらに、実験遂行中にわたる内的状態を検討するため

の生理学指標として平均心拍数、瞬目を測定し、その変動を時系列グラフにまとめた。

その結果、テスト法については、対象理解課題では、主観型映像群・傍観型映像群共

に６・７ターゲット課題いずれも全問正答であったが、移動理解課題では、主観型映

像群の被験者３人のうち２人が６・７ターゲット課題いずかで誤答を確認した。一方、
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傍観型映像群は全問正答であった。さらに、生理学指標による検討結果からは、６タ

ーゲット課題では主観型映像群、傍観型映像群共、心拍は一定でなく、ゆるやかな変

動が生じていることを確認した。また、瞬目では、瞬目間隔が長い事例を主観型映像

群では３人、傍観型映像群では２人確認した。次に、７ターゲット課題では、心拍に

ついて、主観型映像群のうち２名で映像視聴開始直後に心拍の一時的な上昇があり、

一方、傍観型映像群の３人は、６ターゲット課題同様、ゆるやかな変動であった。瞬

目については、主観型映像群、傍観型映像群のうち、それぞれ１人ずつに 30 秒間以上

の不発生区間が生じている事例を確認した。その他、テスト法による課題遂行中やそ

の前後のレストの時間帯について、個別に傾向は異なるが、変化や発生の比率から精

神的な負荷が生じている可能性を推測できた。 

	 以上の結果をふまえ、見解をまとめることとする。 

	 主観型映像と傍観型映像という映像表現の違いについては、前述の通り、映像学分

野やテレビ番組の制作者の間などで知られるものであったが、理解のされ方について

はこれまで実証的に検討されていなかった。すなわち、主観型映像による映像の世界

への参加意識の抱きやすさが、映像メディアの理解に適しているという考え方に基づ

くものであった。その対比要因として、今回の実験では、他者の挿入による傍観型映

像を操作的に設定している。ただし、傍観型映像のように映像内に他者が挿入される

条件は全く非現実、非実際的なものではなく、例えば、テレビ番組のリポーターがこ

のような役割を果たすこともあるであろうし、あるいは、ナビゲーション機器の映像

やテレビゲームなどにも見られる。また、他者あるいは他の主体が映像内に明示され

ることで、空間布置や移動情報などを理解しやすくなることはあると思われる。また、

第３章で紹介した NHK 幼児向け教育番組についても、保育内容「環境」領域を主な

ねらいとし、動植物を観察する内容で構成する「しぜんとあそぼ」のような番組では、

ほとんどが主観型映像であるが、保育内容「表現」を主なねらいとし、造形表現を紹

介する「つくってあそぼ」のような番組では、工作の手技を示す場合や作品を使った
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遊び方を示す場合など必要に応じて主観型映像と傍観型映像の両方の表現スタイルが

用いられている。 

	 本論文では、これらについて、なるべく統制された条件による比較を試みるために、

主観型映像をベースに、他者を挿入することによって傍観型映像とし、上記の見解を

もとに、対象理解課題と移動理解課題という２つの捉え方について検討した。そのう

ち、実験１では、対象理解課題については、主観型映像の方が傍観型映像よりも成績

が良く、移動理解課題については、傍観型映像の方が主観型映像よりも成績が良いと

いう結果となった。その理由について、記憶及び関連する認知発達の考え方に基づき、

（1）対象理解課題におけるターゲットの理解については、主観型映像の場合、注視対

象がターゲットに向きやすいが、傍観型映像の場合、被験者の注意がターゲットと他

者とに分散し、なおかつ他者が常時提示されていることから他者への注視が多くなる

ため得点が低くなったこと、（2）移動理解課題については、傍観型映像の場合、他者

による移動という運動（あるいは行為）への認知のしやすさと、ターゲット間を含む

他者への注意の持続性から傍観型映像の方が高い得点であったこと、と考えた。 

	 一方、実験２では、上記の状況について省察することや、被験者６人を対象に映像

視聴時やテスト回答時の内的状態を測定することにより、映像メディア視聴時の詳細

な検討を行うことを目的として追実験の形で検討を行った。その結果、テスト法につ

いては、対象理解課題では、主観型映像群・傍観型映像群共に６・７ターゲット課題

いずれも全問正答であったが、移動理解課題では、主観型映像群の被験者３人のうち

２人が６・７ターゲット課題いずかで誤答となった。これらの結果から、各群の被験

者は３人と少ないために、これをテスト法としての結論とするには困難であるが、被

験者の回答状況を考えると、映像表現の違いに加え、今後、実験状況や映像情報、刺

激布置の構成など、さらには個人の認知発達の状況やスキルの保有などをふまえ、詳

細な条件を考慮して検討することが必要であると考えている。 

	 具体的には、まず、これらの実験については、全て被験者間要因で取り組まれてい
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るため、主観型映像と傍観型映像の理解内容について、個人内差を明らかにできてい

るものではない。そのため、今後、個人内差を含めた比較検討により、この点は明ら

かにされなければならない。 

	 次に、実験１では、主観型映像と傍観型映像との理解差が生じた理由について、映

像内に表示される対象への注視のされ方が異なることを挙げていた。これは、映像内

の刺激布置や提示間隔など、実験の比較要因から想定したものであるが、実際に実験

時の被験者の注視状況自体を測定したものではない。そこで、生理学指標のうち、ア

イカメラを利用した視点分析などを指標に加えることによって、実際の注意の向き方

を検討すべきであると考えている。ただし、対象への注視が必ず記銘につながるとは

限らず、副次的な確認手段としてテスト法と共に検討すべきであると考えている。 

	 さらに、通常、私たちが映像から何かを理解するという行為を考えると、第一義的

には、映像に表現される対象、すなわちターゲットの理解であると思われる。一方で、

移動理解については、例えば、ナビゲーションから経路を理解する、あるいはゲーム

でキャラクターを操作するなど、あえて必要性があったり、方向付けられなければ認

識しがたいものであると思われる。本章の２つの実験で、移動理解に関して傍観型映

像群の各テスト法の成績に差が見られたことについては、「ケンタ君の行動を見る」と

いう文脈から教示の影響や、実験開始時に他者を確認させるなどの方向付けが作用し

たことも考えられる。その結果、他者をターゲットとして教示が認識された場合には、

当然ながら、注意の方向が異なると思われる。ただし、ここから積極的な意味として

考えられることとして、就学前児を対象とした映像メディアの教育利用にあたり、視

聴内容に関する教示や方向付けを利用することで必要な情報を受容しやすくなること

が考えられる。そこで、映像メディア視聴時の教示内容のあり方を無教示条件なども

含め比較要因として実験的に検討を重ねていくことにより、映像メディアの教育利用

の方法についてもさらに明らかにできるものと考える。 

	 ところで、実験用映像の視聴状況を被験者の視点からさらに考えると、１つの可能
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性として、ターゲットと移動方向の情報が交互に提示される一連の記憶課題であると

捉えることができる。この場合、被験者のターゲットに対する熟知度と情報の固有性、

鮮明度、明示性等が影響すると思われる。特に、記憶活動に対する精緻化と再現につ

いて、ターゲットの熟知度と鮮明度が影響することは、豊田（1995）により明らかに

されており、就学前児にとって抽象的かつ固有性が低い（=他の方向情報に置き換えら

れることが生じやすい）移動方向の情報よりも、具体的かつ固有性が高く、画面上に

も明示される海の生き物や動物などのターゲットの方が記銘しやすいと考えられる。

また、対象理解課題は再認法であり、移動理解課題は再生法的な課題であることによ

る再現課題の質的な問題であることも考えられる。そのため、テスト法については、

今後、対象理解課題について再生法による回答を求めることや、移動理解課題におい

てウォークする空間を自由に移動操作することによる査定方法を用いるなど、テスト

法を多様なものとし、比較検討することで明らかになってくるものもあると思われる。 

	 さらに、生理学指標において、主観型映像と傍観型映像との間に顕著な差は見られ

なかったが、個別データにおいて各課題の遂行時やレスト時、あるいは課題が予期さ

れる時間帯において他と区別される変化が見られるデータもあった。そのため、今後、

生理学指標のデータの利用によって、テスト法の結果として現れない理解すべき内容

に対する意識差を検討することもできると考えている。 

	 最後に、就学前児については特に配慮すべきことであるが、認知発達の個人差が大

きい世代であることをふまえ、映像メディアの利用経験によって既有のスキーマが働

く可能性、さらには、今回の各実験からは観察できなかったが、言語リハーサルなど

の個人的な記憶方略の使用の有無などの影響も考えられる。なお、今回の２つの実験

については、実施された時期にも差があり、この間の映像メディアの発展やその接触

経験については大きな違いがある。したがって、映像メディアの教育利用について検

討する上で、就学前児という発達区分で捉えるだけでなく、子ども達のメディア環境

と接触経験から知的活動の活性化領域の限定的な発達を含めて考える必要もある。 
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	 以上の考察をふまえ、本章の実験 1 において、主観型映像と傍観型映像における理

解内容のされ方について、主観型映像については対象理解の成績が良く、傍観型映像

については移動理解の成績が良いという１つの結果を得た。ただし、この内容につい

ては、実験２の結果もふまえ、さらなる要因を重ねて検討する必要性も見出された。

これにより、今後、これらの理解差が生じる条件について、あるいはこれら理解差が

生じない、いわば克服される条件についても詳細な検討を続け、これらの究明を継続

していきたいと考えている。また、このような知見の蓄積をもとに、就学前児におけ

る映像メディアの教育利用について、効果や限界に関する客観的な情報を提供できる

ものと考えている。 
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第６章	 本論文のまとめ	

 

	 本論文では、就学前児教育における映像メディアの利用について、既存の様々な分

野における議論や提言の内容を検討すると共に、就学前児を対象とした実験や調査を

行い、視聴内容の理解状況や生理学指標による被験者の内的状態を検討した。 

	 第１章では、就学前児教育と映像メディアに関する研究の必要性と、関連する議論

の概要を示し、本論文における研究の目的と検討のあり方について説明した。また、

本論文における論の構成を図示し、研究の展開を明確にした。 

	 第２章では、就学前児と映像メディアについて、教育学、小児医学、生理学、発達

心理学、映像学、人間工学など、関連する研究分野の知見を国内外から幅広く収集し、

これらを総合的に検討することによって、現状及び今後想定される課題について明ら

かにした。その結果、第一に、海外については、世界各国の就学前児教育と映像メデ

ィアに関する研究や教育実践、医療、さらには政策にも影響を与えている「アメリカ

小児科学会（AAP）」と「アメリカ幼児教育協会（NAEYC）」というアメリカの２団

体による最新の提言書について詳細な検討を行った。これにより、当該分野の世界的

な研究動向を確認でき、その中から、子どもが映像メディアの視聴以外の活動を行っ

ているときに映像や音声が流れている状態であるバックグラウンドメディアや、入眠

時における映像メディアの単独視聴による心身の発達への影響など、今後、日本にお

いても新たに検討されるべき研究知見を明らかにした。第二に、国内における就学前

児教育と映像メディアの利用に関する研究について様々な分野の文献を調査し、まと

めた。特に、これまで国内でも、1979 年に発足した「２歳児テレビ研究会」のように、

就学前児教育に適した放送番組を開発するために、教育工学や発達心理学など、多分

野の知見を集成して検討されてきた事例があることから、その経緯や研究成果を確認

すると共に、時系列的分析法や幼児の評価方法など、今後、新たな研究においても継

承されるべき点を見出した。さらに、就学前児教育の現場において、映像メディアの
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利用が進みがたい理由に関して、保育者を対象に質問紙調査を行った。その結果、保

育者が映像メディアの利用について様々な不安を抱いていることや、メディアの教育

利用に必要とされる知識が現代においても未だ十分でないという課題を明らかにした。 

	 第３章では、就学前児教育を対象とした映像メディアの表現のあり方について検討

するため、まず、映像に使用される表現技法の種類と特徴、効果について文献調査を

もとにまとめた。次に、ＮＨＫ幼児向け教育テレビ番組を対象に、表現技法の使用状

況や映像表現の種類についての分析調査を行った。その結果、表現技法の使用頻度や

使用場面について、対象を注視しやすくするための効果や複数の視点から比較するた

めの効果など、各番組のねらいとする保育内容の「領域」や、理解を求める内容に応

じて、様々な配慮がなされていることを見出した。また、映像メディアの表現技法に

ついては、映像文法としての効果ばかりでなく、感性的な効果をねらいとした使用が

あることについても言及した。さらに、映像メディアの表現の違いによって理解の容

易性が異なる可能性も考えられることから、今後、映像の表現について様々な比較条

件を設定し、実証的に検討していく必要があることを述べた。 

	 第４章では、就学前児の映像メディア視聴時における内的状態ついて検討する方法

として、生理学指標を用いることを計画し、その研究手法の特徴と研究の動向につい

て、文献調査を中心に関連知見をまとめた。特に、本論文における調査対象が就学前

児であることをふまえ、調査を受ける状況や環境への配慮と、非侵襲的手法かつ身体

拘束性、器具等の接触不快感の少ない測定条件を検討した。その結果、「心拍」と「瞬

目」が指標として利用しやすいことを見出し、これらの詳細な分析方法や評価のあり

方について関連分野の文献をもとに検討した。さらに、日本生理心理学会の過去 10

年間の学会誌論文および学会発表論文 1,168 件を対象に、それぞれの研究で使用され

ている生理学指標について調査し、分類した結果をまとめた。これにより、近年、中

枢神経系の研究手法が比較的多い中、心拍や瞬目などの末梢神経系の研究手法にも一

定の支持があることを確認した。 



 

 115 

	 これらの知見をもとに、第５章では、就学前児を対象に、映像表現の違いによる理

解の内容について実験的に検討した。 

	 まず、実験１（森田, 1997）では、６種の海の生き物が提示される水族館のＣＧを

作成し、これを主観型映像（視聴者の視点による表現形式）と傍観型映像（映像内に

先導する他者を挿入して、傍観的に視聴する表現形式）の２種の映像表現に編集して、

幼稚園４歳児及び５歳児各５０名にいずれかを視聴させた。視聴後には、対象理解課

題、（経路）移動理解課題という２種類のテスト法による査定を行った。その結果、対

象理解課題については、主観型映像群の方が傍観型映群よりも成績が良く、移動理解

課題については、傍観型映像群の方が主観型映像群よりも成績が良かった。これらの

結果については、表現の違いによって得点差が見られた理由として、映像内に他者が

挿入されることによって、対象への注意の向きやすさや、他者の存在による移動情報

の認知のしやすさが異なったことを推測した。 

	 次に実験２では、上記と近似の条件となるよう室内動物園のＣＧを作成し、主観型

映像、傍観型映像の２種に編集したいずれかを幼稚園５歳児６名に視聴させた。なお、

本実験では映像内に６ターゲットまたは７ターゲットの動物が提示される映像を用意

し、これらの違いについても検討した。視聴後には、対象理解課題、移動理解課題を

行い、さらに、被験者の内的状態を検討するために、心拍、瞬目を測定し、その変化

を時系列データとしてまとめた。その結果、テスト法については、対象理解課題では、

主観型映像群・傍観型映像群共に６・７ターゲット課題いずれも全問正答であった。

一方、移動理解課題では、主観型映像群の被験者３人のうち２人が６・７ターゲット

課題のいずれかで誤答したが、傍観型映像群は３人共正答であった。 

	 生理学指標による調査については、主観型映像群と傍観型映像群との間に顕著な差

異は確認できなかったが、次のようなデータを確認した。まず、実験用映像の視聴時

については、６ターゲット課題では主観型映像群、傍観型映像群共、心拍は一定で無

く、ゆるやかな周期的な変動が数回生じていることを確認した。また、瞬目では、時
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系列的に見た場合、視聴前より瞬目間隔が長い事例を主観型映像群では３人、傍観型

映像群では２人確認し、このうち、30 秒間以上の不発生区間が生じている事例を主観

型映像群で１人、傍観型映像群で１人確認した。次に、７ターゲット課題では、心拍

について、主観型映像群のうち２名で映像視聴開始直後に心拍の上昇があり、一方、

傍観型映像群の３人は、ゆるやかな変動の連続であることを確認した。一方、瞬目に

ついては、主観型映像群、傍観型映像群のうち、それぞれ１人ずつに、６ターゲット

課題同様、30 秒間以上の不発生区間が生じている事例を確認した。その他、各課題の

取り組み中や前後の時間にもいくつかの変化を確認した。 

	 以上の研究成果より、就学前児教育における映像メディアの利用について、就学前

児の心身の発達状況をふまえ、映像メディアの視聴環境や、映像の表現技法と理解の

され方など、多様な条件について検討すべき内容があることを明らかにした。特に、

第３章の分析調査および第５章の実験により、就学前児に対して理解を求める内容に

応じて、映像の表現技法の工夫や配慮を行うことにより、映像がより理解しやすい内

容になる可能性があると考えている。そのためには、今後、さらに詳細な条件設定に

よる比較結果の蓄積が必要である。また、実験において、心拍、瞬目という生理学指

標による内的状態の測定を導入したところ、就学前児を対象とした映像視聴場面の検

討においても適用可能であることを確認した。このことにより、テスト法の結果のみ

ならず、映像視聴時やテスト時における回答過程について詳細に検討できる可能性が

あり、今後、さらなる実験においてテスト法などと併用していくことを計画している。 
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